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     議事日程 第３号

平成２７年３月５日（木曜日）       午前１０時００分  開議

  第 １ 会議録署名議員の指名

  第 ２ 請願１２の１ 東日本大震災被災者の医療費一部負担金免除及び介護保険利用者負

担の減免を、被災市町村の負担によらず継続するための財政措置

を求める意見書提出についての請願書について

  第 ３ 陳情 ３の１ 仮設住宅の空き部屋有効利活用に関する陳情書について

  第 ４ 陳情 ３の２ ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情書につ

いて

  第 ５ 議案第１３号 南三陸町行政組織条例の一部を改正する条例制定について

  第 ６ 議案第１４号 南三陸町職員定数条例等の一部を改正する条例制定について

  第 ７ 議案第１５号 南三陸町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例制定について

  第 ８ 議案第１６号 南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の

特例に関する条例等の一部を改正する条例制定について

  第 ９ 議案第１７号 南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定について

  第１０ 議案第１８号 南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例制定について

  第１１ 議案第１９号 南三陸町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について

  第１２ 議案第２０号 南三陸町デイサービスセンター設置及び管理条例等の一部を改正す

る条例制定について

  第１３ 議案第２１号 南三陸町介護保険条例の一部を改正する条例制定について
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  第１４ 議案第２２号 南三陸町立保育所条例の一部を改正する条例制定について

  第１５ 議案第２３号 南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

額等に関する条例制定について

  第１６ 議案第２４号 南三陸町道路占用料条例の一部を改正する条例制定について

  第１７ 議案第２５号 南三陸町漁港管理条例の一部を改正する条例制定について

  第１８ 議案第２６号 南三陸町準用河川占用料等条例の一部を改正する条例制定について

  第１９ 議案第２７号 東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税の

減免に関する条例制定について

  第２０ 議案第２８号 南三陸町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域におけ

る固定資産税の課税免除に関する条例制定について

  第２１ 議案第２９号 南三陸町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に

関する条例制定について

                                           

     本日の会議に付した事件

  日程第１から日程第２１まで
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     午前１０時００分  開議

○議長（星 喜美男君） おはようございます。

  ３月定例会３日目でございます。本日もよろしくお願いします。

  建設課長が欠席しております。課長補佐が着席いたしております。よろしくお願いします。

  ただいまの出席議員数は16人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（星 喜美男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において６番今野雄紀君、７番髙

橋兼次君を指名いたします。よろしくお願いいたします。

                                           

     日程第２日 請願１２の１ 東日本大震災被災者の医療費一部負担金免除及び介護保

険利用者負担の減免を、被災市町村の負担によらず継続

するための財政措置を求める意見書提出についての請願

書について

○議長（星 喜美男君） 日程第２、請願12の１東日本大震災被災者の医療費一部負担金免除及

び介護保険利用者負担の減免を、被災市町村の負担によらず継続するための財政措置を求め

る意見書提出についての請願書を議題といたします。

  本請願については、民生教育常任委員会に付託しており、その審査報告書が提出されており

ますので、職員をして朗読させます。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 委員長の補足説明がありましたら、説明を求めます。菅原辰雄君。

○11番（菅原辰雄君） 今、事務局をして朗読した請願は、平成27年１月７日、１月26日の２回、

役場議員控室において審査を行いました。

  紹介議員が当委員会委員でありましたので所定の手続等は省いて、委員会の中で願意等につ

いて聞き取りをいたしました。さらに、町民税務課長、保健福祉課長に出席を求め、３月11
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日に発生した東日本大震災被災者の医療等確保を目的とした一部負担金免除措置の経緯につ

いての説明を受けるとともに、27年度についても住民税非課税の世帯の一部負担金減免への

国の財政支援があること、さらには近隣市町の動向、他の保険制度との比較、１人当たりの

医療費が震災前の水準に戻ってきているなど説明を受け、委員会として協議の結果、委員会

としては表決を行い、不採択すべきものと決定したものであります。よろしくお願いいたし

ます。

○議長（星 喜美男君） 委員長報告に対する質疑に入ります。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） ただいま委員長より不採択された経緯というものが説明されたわけであ

りますが、これはあくまでも国に対する意見書の提出という請願であります。

  そこでお聞きしたいんですが、これを逆に採択とした場合、南三陸町の住民の方々にどのよ

うな不利益を与えるのかということであります。その辺の説明を願いたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。

○11番（菅原辰雄君） 不採択としても住民に不利益はないものと思います、国の制度でありま

すので。（「採択の場合」の声あり）これを採択した場合、住民に不利益を与えるかという

ことでしたよね。採択しても住民に不利益はないものと思います。

○議長（星 喜美男君） 経過と結果に対する質疑ということでお願いします。三浦清人君。

○14番（三浦清人君） ですから、不採択となった結果の質疑でありますので、逆に採択した場

合に、住民にどのような不利益を与えるのか。あくまでも住民のことを考えての請願だと思

うので、住民に利益を与えるのであればいいんですが、私はそこを言っているんです。

  だから、逆に採択した場合には、住民にどのような影響を与えるんですかということです。

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。

○11番（菅原辰雄君） これは採択しても住民に不利益は与えません。

○議長（星 喜美男君） よろしいですか。三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 表現がどうなのかなという思いがするんですが、要するに震災直後の医

療費、大体被災した方々全員が無料、国が負担したということでありまして、それから時間

がたつにつれて、要するに低所得者と限定されてきたわけですよ。それ以外の方々は、医療

費を負担してきたわけです。ですから、これをまたもとに戻して、全員を、国の交付でもっ

て医療費を負担してくれという請願なんですね。

  ですから、この内容からしてみれば、医療費を負担する住民が出てきたということですから。

最初の被災された方々全員に戻してほしいという請願内容なんですね。その辺を聞いている
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んです。

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。

○11番（菅原辰雄君） 私どもはそういうものではなくて、そういうふうな解釈はしておりませ

ん。私どもはあくまでもこれまでの過程を考え、そして今の現状を考え、請願の願意そのも

のが全部最初に戻せというものではないものと認識しております。さらに紹介議員にもその

旨を聞いておりますので、今の議員のあれにはちょっと当てはまらないものと思います。

○議長（星 喜美男君） よろしいですか。ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより請願12の１を採決いたします。この採決は、起立によって行います。

  本請願に対する委員長報告は、不採択とすべきものです。

  請願12の１を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。

     〔賛成者起立〕

○議長（星 喜美男君） 起立少数です。よって、請願12の１は不採択とすることに決定いたし

ました。

                                           

     日程第３ 陳情３の１ 仮設住宅の空き部屋有効利活用に関する陳情書について

○議長（星 喜美男君） 日程第３、陳情３の１仮設住宅の空き部屋有効利活用に関する陳情書

を議題といたします。

  職員に陳情書を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） お諮りいたします。

  陳情３の１については、会議規則第92条第２項の規定により委員会の付託を省略したいと思

います。これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、陳情３の１については委員会の付託

を省略することに決定いたしました。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）



１５２

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより陳情３の１を採決いたします。

  本陳情書は、採択と決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本陳情書は採択と決しました。

                                           

     日程第４ 陳情３の２ ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情

書について

○議長（星 喜美男君） 日程第４、陳情３の２ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充

に関する陳情書を議題といたします。

  職員に陳情書を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

    〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） お諮りいたします。

  陳情３の２については、会議規則第92条第２項の規定により委員会の付託を省略したいと思

います。これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、陳情３の２については委員会の付託

を省略することに決定いたしました。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより陳情３の２を採決いたします。

  本陳情書は、採択と決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本陳情書は採択と決しました。

                                           

     日程第５ 議案第１３号 南三陸町行政組織条例の一部を改正する条例制定について

○議長（星 喜美男君） 日程第５、議案第13号南三陸町行政組織条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。
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     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。

  ただいま上程されました議案第13号南三陸町行政組織条例の一部を改正する条例制定につい

てご説明申し上げます。

  本案は、東日本大震災からの復旧・復興事業を遅滞なく推進するに当たり、事業の進捗に合

わせた組織体制を構築するため、南三陸町行政組織条例の一部を改正するものであります。

  内容といたしましては、復興用地課を廃止し新たに管財課を設置すること、企画課の分掌事

務に地方創生に関することを追加し、それぞれの分野における事業のさらなる推進を図るも

のであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 細部説明をさせていただきます。

  まずもって、議案関係の参考資料が２冊ございますが、２冊のうち１という資料をごらんい

ただきます。

  ３ページ、それから３ページの２にわたりまして、新旧対照表が載ってございます。ただい

ま町長が提案理由で申し上げた内容が載っておるものでございます。

  １枚めくっていただきますと、４ページに４月１日施行の行政組織機構図が載ってございま

すので、これらを照らし合わせながらごらんいただきます。

  まず、この機構図の赤いところが今回の行政組織の改編によって影響が出るという部分でご

ざいます。

  町の組織につきましては、これまでも復興のステージに応じて必要な行政組織の再編を行っ

てまいりました。今回、管財課を新たに設置いたしますが、現在、復興用地課で進めており

ます用地の関連業務、これがおおむねめどがつきました。一方、復興事業などによりまして、

町が買い上げた土地、あるいは防集団地、集会所など、新たに派生した財産管理の必要性も

生じてきておりますので、町の財産を総合的に管理、所管する部署として、管財課を設置し

たものでございます。

  なお、引き続き残っております用地交渉や買収、土地の価格評価など、そういった専門事務
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についても所掌をいたします。

  また、これまで現在総務課にある財産管理係の業務を、こちらの管財課のほうに移管いたし

まして、通常の町有の財産管理も一括するというものでございます。

  次に、企画課内に地方創生と官民連携推進を総合的に担う部署を新設するものであります。

地方創生は、言うまでもなく、27年度に地方版の総合戦略の策定に取りかかります。官民連

携推進につきましては、志津川、伊里前の商業施設の整備によるにぎわいの創出、あるいは

グランドデザインの具現化に向けた各種調整を行うまちづくり業務の連携を主な内容とする

ものであります。

  これに伴いまして、組織の規則の中で、若干係の業務あるいは係名も改称となっております

ので補足いたしますが、企画情報係というところなんですが、これまで企画推進と情報の政

策と２つの係がございましたが、これを今回官民連携地方創生ができるというところで、１

つの係に集約しようというところでございます。

  それから、管財課には記載のとおり２つの係で対応するということでございます。

  それから、市街地整備課の復興拠点整備係につきましては、現在企画課のほうで計画をつく

っております伊里前の市街地整備の事業がとれたということで、事業の着工に移るという段

階でございますので、事業課のほうにシフトをすると。

  それから、総合支所の地域生活課の現在産業振興係となっている部署の係名を地域振興係に

改めまして、従来の産業振興に加えまして、歌津地区の各種復興関連業務を担っていくとい

うことで、基本的には伊里前の市街地整備を中心に、復興拠点整備係と連携しながら、各種

歌津地区の復興に携わっていくというような内容が主なものでございますので、よろしくご

審議の上、ご決定をいただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

１番後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） おはようございます。

  組織の改編について、二、三質問させていただきたいと思います。

  ちょっと最初に１つ、聞き間違いかなと思うんですが、一応確認しておきたいんですけれど

も、説明の最後のほうで、復興市街地整備課の中に復興拠点整備係というのができるという

ことで、これが主に伊里前地区のまちづくり等を所掌するんだというご説明だったと思うん

ですけれども、その説明の中で、これは事業課にというお話に聞こえたので、復興事業推進

課のことを指しているのか、復興市街地整備課のことを指しているのか、ちょっと確認させ
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ていただきたいということがまず１点と、もう１つ、企画課の中に地方創生官民連携推進室

というのが新たに新設されるということですね。これは、以前から何度か町長自身にもお伺

いしていた部分でもあります。

  まず１つお伺いしたいのは、地方創生と官民連携という２つの業務がなぜ一緒になっている

のかということをもう少し詳しくご説明いただきたいと思います。性格上、似ている部分も

あると思うんですが、全く違う部分もあると思いますので、どういう体制で行っていくのか

ということをご説明ください。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） １点目、ちょっと私の説明不足があったのかもしれません。

  市街地整備課の拠点係というのはもともとあった係でございます。それで、伊里前地区の計

画を当課のほうでようやくとれたということで、新年度から事業をする段階になるというこ

とでございますので、市街地整備課の拠点整備係のほうに仕事を移すということで、復興事

業推進課のほうに事業ということではなくて、工事の段階に入りますので、専門部署のほう

に移すという意味合いでの説明でございました。

  それから、２点目の地方創生と官民連携がなぜ一緒にという、あるいは現段階での執行体制

というところでございますが、正直非常に大きな業務を抱える部署になるかと思います。本

来であれば、それぞれ課レベルの膨大な業務量になるというふうには思っておりますが、今

回の機構改革に当たりましては、これ以外にも実はまだまだ復興関連で整理集約をしなけれ

ばならない業務がたくさんございます。ただ、現在50近い団体から派遣職員をいただきなが

ら、320人ぐらいですか、やっている中で、確かに今は必要なんですけれども、組織を一時的

にはふやしたいところなんですが、そこにはある程度限界があると。ましてや地方創生の部

分に関しては、被災地特有ではなくて、日本全国同じだという観点からすれば、これは地元

の職員が汗を流さなければならないだろうというところで、ぎりぎりの組織の内部調整をし

たという結果でございます。

  なお、体制につきましては現在調整中でありますが、相当多くの職員数でここを担うという

ことは、現状の復興事業を優先するという観点から少し厳しいのかもしれませんが、今まで

企画課で地方創生関連、あるいはまちづくり関係を担ってきたといういきさつから、27年度

は企画課の中に内室という形で置くということにしたものであります。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） １点目の質問は理解いたしました。これから市街地整備課の中のこの
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係が伊里前も含めて、今までやっていた事業も含めてということだと思うんですけれども、

引き続き所管していくと。それが実際に事業として動いていく段階に入ったんだというご説

明だったと思います。

  ２点目の地方創生と官民連携ということで、今の説明を聞いていますと、少し心配になる部

分といいますか、ぜひ体制を整えていただきたいという思いがあります。

  もちろん今300ぐらいの職員の皆さんで仕事をやっていらっしゃいますけれども、それが

段々派遣の方も少なくなっていくと。地元の人間で地元のことは面倒見ていくんだというこ

とは必要なことだろうと思いますけれども、復興のその先へ行くためには、地方創生並びに

官民連携というのは非常に重要な部分だと思います。重要なというのは、日ごろの、日常町

民からの要望であるとか、何か問題が起きたときに対処するとか、そういう行政としての求

められる行政サービスを越えて、この町の価値であるとか、この町はどういう方向に行くん

だということを戦略的に考えていかなければいけないという、そこにアイデアを出していか

なければいけないという部署だろうと思います。それこそが、その町の大きい推進力にもな

っていくんだろうと思いますし、行政頼みになるばかりではなくて、民間からの意見も十分

に吸い上げていただきたいとは思いますけれども、そこでいろいろ苦しい台所事情はあるの

だと思いますけれども、ぎりぎりの人数で何とかやっていかなければいけないということで

あれば、これは町長にお伺いしたいなと思いますが、その体制整備に人数を割けばいいとい

う問題ではないと当然思いますけれども、意気込み、強いメッセージをぜひ発信していただ

きたいなと思いますので、今のところのお考えをお聞きしたいということと、追加で、特に

官民連携、地方創生、両方ですかね、期待したい部分ということで、行政組織は昔から縦割

りでなかなか横の連携がとれないよねということは皆さんもいろんな方からそれぞれの場所

でお聞きになっていると思います。この官民連携室が横串を入れるといいますか、横のつな

がりをつくっていくものになり得るのかなと期待する部分があるんですけれども、そこの横

の連携をどうとっていくのか、この部署でとれていくのかどうかですね。そこをもう１点お

伺いしたい。

  さらに、官民連携ですので、この町で復興を目指そうと、復興しようとさまざまな方がいろ

いろなところで立ち上がっています。ただ、そこには例えば活動を継続していくのが困難に

なっていったり、本当に町民に求められているものというのは何なのかというところが見え

づらくなっていったりということが今後起こっていくだろうと思います。そのときに、官民

連携室というのは非常にわかりやすい名前ですから、ターゲットになり得ると思うんです。
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そこに行けば何でも相談に乗ってくれるのかなというふうに思いますので、そういう民間と

の窓口になり得ると思いますが、そこをどのように連携をとっていくおつもりなのか、この

場でお伺いしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 地方創生官民連携推進室ですが、基本的には庁舎内でもいろいろ検討し

てまいりました。結果としてこういう形でご提案させていただいているわけでございますが、

ある意味この部分がこれからの南三陸町のまちづくりの多分中枢的なところになってくるの

だろうと認識してございますので、私とすれば大変重要な室になる、部屋になっていくと思

いますので、これまで民間の方々、さまざま今町内においでになっておりますが、横の連携

というのは実は若干欠けているというのがございます。基本的にはここの場合については町

会社等も含めての連携もございますので、それを通じて、横糸それから縦糸をどう結びつけ

るのかということについて、さまざま町会社含めて検討するということで、我々としてもこ

れについてはしっかり取り組んでいく必要があるというふうに覚悟を決めてやっていきたい

と思います。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） ２点目の、行政の縦割りの部分を排除して、これからは民間の知恵

も借りながらというような部分でございますが、まさにそのとおりで、官民あるいは公民連

携という時代に入っているわけでございますので、今までも当然それは行政の各課、各班に

わたって大なり小なり地域の方々と連携しながら、行政施策を進めてきたということは間違

いないところなんですけれども、大きく時代がシフトしたということでございますので、そ

の意味合いがなお一層強くなるということであります。

  ただ、この官民連携室がすべからく全ての理想をかなえるというような組織ではなく、当面

まず求められているまちびらき、これにスーパーやそういった生活利便を回復させるという

ようなことも含めて担っていくというポイントを、まず優先順位を決めながら、それが高台

移転を決めた方々に対する一日も早いお約束をかなえるということにもなりますので、まず

はそういう市街地整備を中心に連携室が商業者あるいは漁業者と常に連携をとりながら、一

日も早いまちびらきができるように支援するという部署として今考えております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） おおむねその業務内容とか、これから期待されることというのは理解

できたかなと思います。
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  ただ、庁舎内の横の連携ということですけれども、この場所だけに限らず、それは職員皆さ

んの意識の問題でもあると思いますので、今までも取り組んでいることですし、これからも

取り組んでいくという町長のお答えだったのかなと思いますが、どこかが主導的にやってい

かないと体制というのはなかなか打ち壊せないものというのはあるのではないかなと思いま

す。

  その場合に、この推進室の中にどれぐらい権限があって、ほかの課であるとか、ほかの担当

している部署の情報であるとかを引っ張ってこられるのかということはまだちょっと見えづ

らいなと思います。頑張ってやっていきますというのはもちろん頑張ってやっていただく以

外にないんですけれども、そこには一定程度の裏づけというか、何かルールのようなものが

あってしかるべきだろうと思いますので、そこまで踏み込んでこの推進室にそういう役割ま

で期待していくのかどうか、町長のお気持ちをお伺いしたいということと、今業務の中で地

方創生よりも官民連携によるまちづくりが当面の課題なのかなというニュアンスが感じ取ら

れたんですけれども、私も議員をやりながら、そういう民間の方々でノウハウを持っていら

っしゃる方とか思いを持っていらっしゃる方というのをここにおつなぎしていきたいという

思いがありますので、それが必ずしもまちづくりに関係せずに、この町の産業であるとか、

１次産業から３次産業までありますけれども、多岐にわたると思うんですね。そのときに、

今はとりあえずまちづくりをやりたいのでちょっと待ってくださいとか、今の段階で受けと

めきれませんというのですと、何だよという、期待した分、反動が大きいのかなとも思いま

すので、そこは体制づくりを考えていく中で、ぜひもう少し検討していただきたい部分かな

と思いますので、何かそこがあればお答えいただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 地方創生の絡みでいくと、これは全庁的な取り組みにならざるを得ない

と思いますし、官民連携になりますと、これはある意味民間の方々との連携も取らなければ

いけないということでございますから、基本的にはこの場所がすべからくほかの部署も含め

て、ここにいろんなさまざまな情報も含めて集まってくるのは間違いないわけですので、そ

ういった総合的な役割を担っていくという意味においては、先ほど申しましたように大変重

要な場所になるのだろうと思っております。

○議長（星 喜美男君） ほかに。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 前者も地方創生と官民連携のお話でありましたが、国の外郭団体にもこ

ういった官民の団体といいますか、組織があるわけですよね。そういった方々との町とのか
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かわりはどういうふうにこれから持っていくのか、そちらから来るのを待っているのか、こ

ちらからお話をしていくのか、いろんな創生に関する事業について。その辺の考え方ですね。

  それから、いつも私は話しているんですが、総合支所の組織機構、今度、地域復興係ですか、

これを新しく係を設けるというような内容ですが、総合支所という名称が、やはりその支所

でもって、ある程度の住民の方々が用が足せるような機構にしてほしいわけですよ。

  とにかく、話は持っていくんだが、志津川の本署に行かないとだめです、行ってくださいと

いうようなことは極力なくしてもらいたい。そこなんですね。従来どおり町民の方は総合支

所に行ってお話をして、さらにまた本署に行ってくださいということで、またガソリンをか

けてわざわざこちらまで来なければ用が足せない仕組みがまだ継続するのかどうかというこ

とです。それは前から何度もお話をしていますように、極力総合支所で、大きな問題、小さ

な問題というと語弊があるかもしれませんが、大抵のものはそこで用が足せるような仕組み

をつくっていただきたいと。その辺の内容はどうなのかですね。

  それから、人事につきましては町長の特権でありますので、私がどうのこうの言うことでは

ないんですが、ただ町民の声ですけれども、町民の声を私どもが議会でもって話さなければ

ならないんですが、やっぱりいろんな係、担当がずっとあるわけですね、何百人という方々。

やはり職員の方々にもいろんな課を担当してもらって、いろんな仕事を勉強してもらいたい

という観点から、同じ係を何年も長くそこに張りつけておくのはいかがなものかなというよ

うな住民の声もありますので、多くの勉強をさせる意味でも、同じ担当をそこにずっと置く

ようなことはいかがなものかなと私もそう思っていますので、その辺の町長の考え方はどう

なんでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） まず、地方創生絡みのさまざまな、国あるいは外郭団体とのかかわ

りと。当然、当町も初めてこれに本腰を入れるという取り組みでございますので、まず基本

的な情報あるいは制度の内容なりノウハウ、それからどういった方々と接することが地方創

生の戦略を立てる上で一番効率的なのかと、有効なのかということも含めまして、新年度に

中央省庁などを訪問しながら、まずこういった基本的な土壌といいますか、そういったもの

を整備してからこれからの計画づくりのスケジュールというんですかね、それらをしっかり

立てるという必要があるかと思いますので、そういう外郭団体とのかかわりという部分は、

人材面も含めていろいろご相談させていただくことになろうかと思っております。

  それから、支所の一回で用が足せるようにという部分につきましては、おっしゃるまでもな
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くそのとおりでございますので、今現在、震災復興絡みということで、さまざまな業務が錯

綜しているという状況は否めませんけれども、もう一度所掌している本町支所の業務をしっ

かりチェックしながら、無理、無駄のない体制にしていきたいと思っておりますし、何より

やはりそこに従事する職員の研修なり体質というものも非常に重要視されますので、人事担

当と連携しながら、そこはしっかり対応していきたいと思っております。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 数年で変わる部署もございますし、それから専門性も含めてございます

ので、その辺のご指摘の部分につきましては、人事担当課長に私から指図しておきたいと思

います。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 今度初めて、27年度からの創生事業ということで、これからがスタート

だということで、課長の話ですと、これから各省庁を回ってどういうことをしていいのか勉

強していく、いろんな調査をしながら進めていきたいというお話で、いつでしたか、９月だ

ったかな、一般質問で地方創生の質問をして、いち早く町の方針というものを考えて、早く

打ち出して進めてもらいたいということを、たしか９月の定例会の一般質問でやった記憶が

あります。そのときはまだ国の内容がきちっとできていないからできた後でということでス

タートするんだというお話でしたけれどもね。

  この地方創生に関する国のメニューというのがあるわけですね。今回も我が町でも医療費の

拡大といいますか、年齢を引き上げるとかの話があるようですが、それはほかの皆さん、全

国でもやられるんですよね。宮城県内でも隣接市町村ではもうそういった話があって、それ

が全部私どもの考えと同じような考えでそういった医療費の問題も含めてやられるとなると、

果たしてそれが本当に人口減対策になるのかなという思いもするわけですよね。我が町だけ

であれば、南三陸町に住みたいなという思いもあるんでしょうけれども、よその町でも同じ

ことをやりますと、何だ、どこでも同じだろうなということになってしまうので、ですから

私は何度も言いましたように、我が町独自のものを早く企画して立てて、それを逆に国にぶ

つけろと。石破大臣だって言われているわけですから。皆さんの町独自のものを企画して出

してよこしなさいと。それをメニューに取り入れますからということを言っているんですか

らね。これからだということは仕方ありませんが、この町がどうすれば発展するのか、どの

ようにすればいい町になるのか、その辺のところをよく考えてやっていただきたい。

  先ほど言いましたように、国の外郭団体、いろんな官民連携の団体があります。実際に私も
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いろんな方々とのお話でいろんな企画も言われておりますけれども、ぜひ役所といいますか、

行政としましても、積極的にそういった方々のかかわりを深くして、いろんな案を聞いてメ

ニューづくりをしていただきたいと思います。

  歌津総合支所の件に関しましては、そこで用が足せるようにということで、いい返答を企画

課長からいただきました。できれば財布といいますか、何を言ってもやはりお金ですので、

合併当時幾らでしたか、総合支所の判断で使えるお金というのはあったわけですよね。今は

ないんでしょう。ゼロに等しいんでしょう。ですから、幾らかお金の権限も与えてもらうよ

うな内容にもしていただきたい。例えば、砂利を一輪車で１台ひくにもいちいち本署の決済

をもらわないとできないようなやり方ではまずいのではないかなと、総合支所ですから。そ

の辺のところの権限も与えていただければなと、考えていただければなと思います。

  それから、人事担当課は総務課長ですからね。ただ、総務課長も大変ですよ。自分はそう思

っても町長からこうだと語られればなかなかやれないんですから、単独では。そこを町長に

私は言ったんですから。その辺のところをよく考えて、住民からいろんな話が出ないような

やり方をしていただきたいということです。

  終わります。

○議長（星 喜美男君） ３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） おはようございます。３番です。

  ただいまの１番議員、14番議員の発言と私も同じ考えなんですけれども、１点ほどお伺いい

たします。

  新しい課の創設で、地方創生官民連携推進室という新しい課ができるわけですが、これに期

待するわけですけれども、それにつきましてもただいま前者14番議員が言ったように、総合

支所の件なんですけれども、歌津は特に第１次産業の占めている割合が多くて皆さんが長靴

で支所に来るわけです、忙しい中来るもので。そういう中、結局用が足せなくて本庁に行っ

てくださいとたびたびあるという声が聞かれておりますけれども、やはり人数の少ない中で

やっているから、本庁機能を重要視するのは否めないんですけれども、その中でもしできれ

ば、最小の経費で最大の効果を我々は上げなければならないということは重々承知の上で、

これを兼務発令にできないものかと。人数をふやさない中で、兼務発令していただけるとあ

りがたいかななんて思っております。ここに地域復興係などありますし、またこの地域創生

につきましては、地域力、それがこれからもますます必要になってくると思います。そうい

う力を引き出すにはやはり地域特有の昔から根強い風土というものがありますけれども、そ
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ういうものを引き出していくからにもやはり、歌津総合支所のほうにも兼務できる地方創生

絡みの仕事のできるような配置を望んでおります。

  まずもって、先ほど14番議員さんが言いましたけれども、もう一度そのことについてご答弁

お願いします。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） １点目について、私のほうで、支所が基本的には気軽に行けて、即

時で用が足せるというような部分、それはそのとおりだと思うんですが、例えば１年に１回

ぐらいしか役場に用足しに行かなくて、そういう部分までいるのかどうかも含めて、そこは

新しい本庁舎、それから支所をこれから設計していくわけですので、その設計の中に新しい

組織、その組織でどういう業務をやるのかと。その業務のために職員の数がどれぐらいいる

のかという細かい設計をまたやっていくわけですので、頻繁に役所にいかなければならない

窓口業務とそうではない、年に１回、２年に１回ぐらいで済むもの、そういう住み分けをき

っちりした上で、新しい組織の姿というものをつくっていくという方向でありますので、決

して兼務にしたほうがいいとかという、今の現状という部分ではなくて、いずれちゃんと仕

訳をして、新しい組織体制に反映させていくということになりますので、そこは住民の方々

の使い勝手が悪くならないような、あるいは不便に感じないような職場づくりということに

努めていきたいと思っております。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） １つ例を挙げますと、今、震災復興支援室がここの仮設の下にあります

けれども、仮設のことなども本庁に行ってくださいというようなことを言われるという例が

あるんです。そういうことも兼務で支所でもできるような、難しい用事でない限り、支所で

もそれができるような、そういう改革をしていただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） そういった仮設住宅のこと、あるいは生活支援業務などなど、復興

関連で似たような業務がたくさんありまして、本庁でも複数の課にまたがっているという現

実がございます。これは本庁にいかなければだめだとか、支所でもできるだとか、確かに業

務が複雑に入り組んでいるということが現実にありますので、ここは交通整理をして、町民

の方がわかりやすい役場の動線といいますか、そういったものを少しずつ改善しなければな

らないと思っております。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。
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○３番（及川幸子君） 今、サイボウズでオンラインになっていますので、例えば用紙がないと

か、本庁に行ってくださいと言う前に、縦割りなことはわかっているんですけれども、今、

用紙などパソコンから出ますからね、そういうことを臨機応変にできるような、支所の場合、

本庁と言わないで、お客さんの立場になって、住民の立場になって、そういう軽微なものは

やっていただくというような周知徹底をこれからもお願いしたいと思います。

  以上、終わります。

○議長（星 喜美男君） 阿部 建君。

○９番（阿部 建君） 行政組織の機構の改正の条例、提案理由は復旧・復興事業を遅滞なく推

進するためというようなことであります。

  私は、この組織変更については、討論ではありませんから、いいとか悪いとかは別にして、

よく見ているんですけれども、復旧・復興の事業ということのためというような提案理由で

ありますが、復興が終わった場合どうするのか。あるいは集中復興期間は５年、今年度中で

終わるということ。それから、支所の問題は、今年10月で合併特例関係が終わってしまうと。

合併は小泉内閣のときのですね。これは何よりも経費の削減が目的だったのだろうと私は考

えております。

  いろいろ前者が質問していることがよくわかりますけれども、やはり経費の伴うことでもあ

りますので、その辺は、企画課長は丁寧に説明しております、そういうデータが必要であろ

うと。何でも多くあったほうがいいわけですけれども、今回これから支所の建物も始まるわ

けですけれども、それから人員の関係も考えていく必要があると思います。

  それはそれとして、私は災害復旧だけではなくて、ことしは復旧とともに発展するんだと、

発展期にも入っているということを言っております。その中で、発展するための何か組織が

あってもいいのではないかと。例えば、常に町長は、工場誘致をするとか雇用の場を確保す

るとか、現実は形の上ですけれどもなかなか厳しくて、努力をしていることはわかりますけ

れども、そういう専門的な課がこの際必要ではないかなと。町によっては東京に事務所まで

持って、一生懸命特産品の販売、あるいは工業誘致とかそういうものに力を尽くしている町

村もあるわけです。

  この際、どうですかね、やはり発展に伴う課でも係でもあればいいですけれども、そういう

ものの必要がなかったのかなと思います。それこそが私は必要だろうと思いますが、いかが

なものかです。

  それから、よく見ると、係長が６人ほど多くなり、室長が１人、それから管財課課長が１人
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多くなるということです。果たして、必要経費の面はどういうふうになるのだろうかなと。

限られた経費で課をふやす、係長をふやすような、そのあたりの経費はそれなりの待遇にな

るのだろうと思いますが、待遇面に変化があるのかないのか。その辺です。

  またやりますので、まずもって今の二、三点のご答弁をお願いします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、阿部議員おっしゃるように、発展期ということでございますので、

そういった姿を具体に見せる課の設置もどうなんだというご質問でございました。

  まさに、これからどう南三陸をつくっていくかということについてはご質問の趣旨のとおり

だと思います。一応担う場所ということで我々が考えていますのが、官民連携推進室を、今

阿部議員がおっしゃったような役割をその場所で担っていこうという考え方で進めておりま

すので、ある意味この分野でまちづくり会社を含めて連携していきますので、そこの中でご

指摘の部分についての仕事は担っていくということを考えております。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 発展期を迎えるということに当たって、行政組織もそれに合わせた

雇用対策課なり、あるいは企業誘致課をつくったりというようなお話であります。確かに専

門的に所掌する課をつくってしっかり対応するということは、それはそういうお考え方もあ

るかと思います。

  一方では、最初の細部説明で申し上げましたとおり、これからやはり復興事業が終息になれ

ば、当然職員数も減ってまいります。現在320人ぐらいの総数でおりますけれども、その100

人ちょっとが派遣元にお帰りになられるという、そういう先々を見据えれば、確かにたくさ

んの課があって専門的にやれるに越したことはないんですけれども、本当にそれが組織とし

て機能するのかどうかということも、実はいろいろ考えた結果の今回の課の条例の提案でご

ざいますので、そこはご理解いただきたいと思います。

  なお、現在の計画サイドの部門で、そういった全体の調整を担っていくということは、当分

の間はやらなければならないという認識をしております。

○議長（星 喜美男君） 総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） 待遇面というご質問でございましたけれども、今回課の再編等が係

も含めてございましたので、全体数的には変化がございませんので、名称等の変化があった

という内容でございます。

○議長（星 喜美男君） 暫時休憩いたします。再開は11時20分といたします。
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     午前１１時０５分  休憩

                                           

     午前１１時２０分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  建設課長が着席しております。

  阿部 建君の質疑を続行いたします。阿部 建君。

○９番（阿部 建君） 休憩を越すと、ちょっと続きを忘れて……。

  地方創生官民連携推進室で、工場誘致あるいは雇用の場の確保、それらはその中で進めてい

くんだというようなことでの説明のようです。そういうことも含めてあるということであれ

ば、さらに今後必要であれば、そういう課をいつ何どきでも、いいことは条例で制定できる

わけですので、私はもっと力を込めるにはそういう課が必要だということを申し上げておき

たいと思います。

  それから、係長が６名増、室長が１人、それから課長が１人多くなっても経費においては変

化がないということですので、それもちょっと変だなという感じがするわけですよ。なぜ、

係長になっても、どういうところでどう調整するのか。そんなはずないですよ。総務課長と

係長が同じでないでしょう。立場によってやっているわけだから、違わせるべきですよ、私

の言うのは。そうでないと力が入らないんです。やはりかけるところにはかけなければなら

ない。かけなくてもいいところに一生懸命かけて、かける必要のあるところにはかけないと、

それが最小の経費、最大の効果にはつながらないんです。

  それから、これは別なことになりますが、支所の関係ですけれども、前者がいろいろ話して

いますが、このたび気仙沼市では自治会組織をなくす、自治会をなくすんだということにな

ります。自治会長がなくてもよくなるんです。支所長は必要ですよ。自治会長の報酬はとい

うと高いですから。ここでいえば副町長ぐらいにはならないけれども、総務課長程度だと、

大体いただけると。それはなくてもいいんだという判断のもとでなくともいいと、それこそ

経費対効果ということの中からそういう判断をしたんでしょう。

  私は、先ほども申しましたが、合併の一番の目的が経費の削減だと思います。住民の経費を

減らすということは、サービスの低下につながる。これは当然のことなんです。合併して10

年たちます。この10月で10年ということだと。その中で、この合併特例は、あと10年延長さ

れるんだと認められたということが新聞にも上がっておりました。これはいいことだろうと

思いますけれども、今10年間を振り返って、支所の機能の内容、それらがどうであったのか。



１６６

それから、合併効果がどのように反映されたのか。その辺について、簡単で結構です、どう

いうプラス面があったのか。その辺を説明していただきたいと。

  そして、今の支所の状態がそれでいいのか。まだまだ現状のまま続けようとするのか。例え

ば言いにくい話ですけれども、支所長。支所長は必要ですよ。それらを含めたいろんな経費

の面。合併効果がいかにあったのかなと。住民サービスには変わりがなかったのかなと。歌

津地区の住民に対しても、住民の中からは余り批判的なこともないのかなと思いますけれど

も、諦めているのかわかりませんが、当町としては一体どういうふうに考えるのかと。

  今議会、副町長さん、非常に寂しんですけれども、何かご勇退というようなことになってい

ますので、篤と副町長さんはその内容についてはおありでしょうから、副町長さんと町長に、

合併後の10年間を振り返って、よかった内容について説明いただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） 先ほど、課長職、係長職のポストの関係で答弁が不十分でございま

したので、改めてご説明申し上げたいと思います。

  議案の関係参考資料に新旧の組織図があると一番わかりやすかったんですけれども、新しい

部分しかつけてございませんでしたので、本町では今11の課がございます。11課長がいると

いうことですけれども、新しい組織図においても課の数は変わりませんので、11課長でござ

います。逆に、係員のポストでございますけれども、本町は現在37係ございます。これが新

しい組織図では35の係になるということで、実際、係の数は２つ減ります。

  また一方で、企画課の下に地方再生官民連携推進室という新しい室を設けますので、その室

長の職がふえるということでございますので、係長のポストが２つ減って、管理職レベルが

１人ふえるということでございますので、人件費総額にしては動きがないだろうということ

で先ほど答弁させていただきました。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 合併10年ということでございますが、今、簡単にここで申し上げるとい

うには余りにも時間がございませんが、端的なお話をさせていただきますと、阿部 建議員

も当時合併協議会の委員としてお入りいただきました。新しい町をつくるということで、旧

町のお互いのさまざまな課題がございました。それを新町の建設計画に載せまして、新しい

町として課題解決すべき問題だということで、皆さんにご議論をいただいた経緯がございま

すが、震災前において、合併協議会で示された内容等につきまして、新町建設計画の約８割

が完成、あるいは着手ということでございましたので、ある意味当時抱えていた課題、それ
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相応に課題解決ができたものという認識をしておりますが、残念ながら今回の東日本大震災、

そういったさまざまな課題を解決した部分も全て流出、あるいは流されてしまったという現

実がございますので、改めてまたこうやって新しい南三陸をつくっていくということが、

我々もそうですが、議員の皆さんもそうです、それから町民の皆さんも一緒になって新しい

町をつくっていくことがまず肝要だろうと思っております。

○議長（星 喜美男君） 遠藤副町長。

○副町長（遠藤健治君） 名指しでございましたので、私からも当時合併協議に事務方として深

くかかわった一人でございますので、10年間、行政機構の関係で支所のあり方も含めて、い

ろいろ今ご議論いただいているわけでございますけれども、当時、合併時事務方で行政組織

のあり方についていろいろ議論させていただきました。合併というそれぞれ住民が持ってい

る懸念感、そういったもの等々から、行政機能の二極分化というお話もございました。ただ、

当時いろいろそこは大変大きな議論をいたしまして、合併の目的、今９番議員お話しのとお

り、最大の目的はやっぱり行財政運営の合理化、高率化という観点から、それはいかがなも

のかということで、現在のような組織体制、支所という位置づけと本庁という位置づけでス

タートいたしてまいりました。

  新町建設計画、ただいま町長申し上げましたように、前期５年間の中でおおむね新町建設計

画が達成され、いよいよ後期計画に取り組むというときのあの震災でございまして、新町建

設計画、大きく変更せざるを得ないということになりましたけれども、後日改めて新町建設

計画と今回の震災復興計画を兼ね合わせた新たな新町建設計画の変更という形で、新しい南

三陸町のまちづくりに取り組むという予定でございますので、その際改めて担当から説明が

あろうかと思いますけれども、合併効果、一番はそういった新町建設計画の具現化を図りな

がら、両町民の一体感の醸成を図るということでございまして、振り返ってみますと、この

10年間完全に一体感の醸成が図られたかといいますと、ここはやっぱり合併という一つの大

きな変遷でございますので、それぞれ思いはあるだろうと思いますけれども、私が仕事を進

めさせていただく中で、今、旧両町民の方々と大変親しく、率直に胸襟を開いて行政課題に

ついてはお話しできる環境が、行政と町民の間、それから町民と町民の間でもなされてきつ

つあるなということで、一体感の醸成が徐々にではありますけれども図られてきているなと

いうことについては大変うれしく思っているということが一つと、それからいわゆる行政サ

ービスでございますけれども、当時、当然それぞれ両町が抱えておった行財政の大変厳しい

環境の中で、果たしてこのまま行政サービスが堅持できるのかと。これをやはり堅持するた
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めには合併をしなければならないというのが一つの大きな目標でございまして、現在十分か

不十分か、それぞれ住民の皆さん方の行政に対する評価というのはさまざまあるのだろうと

思いますけれども、おかげさまでそういった効率化を図りながら、行政サービスが一定の割

合で堅持できていると。必ずしも十分だとは言い切れない部分がございますけれども、そう

いった部分で新しい行政サービスの密度を濃くする部分も出てきておりますので、これは大

変大きな合併効果だろうと考えてございます。

  それから、支所の位置づけにつきましても、確かに合併当時は今の支所よりは規模が少し大

きい形でスタートいたしました。震災前の22年に行政組織機構の大きな見直しを行いまして、

議会の中でもいろいろご議論いただきましたけれども、支所のあり方について見直しさせて

いただいて、今の支所の形態になっておるというような状況でございまして、いろいろ先ほ

ど三浦議員あるいは及川議員から支所の機能についての強化というものについてご要望いた

だいておりますけれども、財政の問題であったり、そういったものを分散化するというのは、

行政機能の効率化、合理化にはつながらないのだろうと思います。

  ただ、問題は、地域の方々が行政に対するいろんな手続であったり要望であったり、そうい

ったものがスムーズに、それが行政側に、支所であれ本署であれ届いて、結果としてどう具

現化できるのか。あるいは、返事をスピーディーに出せるのかということが実は問題なのだ

ろうというように思うところでございまして、ここはやはり支所の組織の大きさとか規模で

はなくて、それぞれ職員がそういった要望を受けて、本署に行きなさいということではなく

て、しっかり受けとめて、そして職員が住民に変わってそういった問題解決なり回答を引き

出す、アクションを起こすということが実は大切なのだろうなと思うところでございます。

これは、職員の個々も含めて、やっぱりモラルとかスキルアップの問題につながるのだろう

と思いますので、そういうことで両町が、町民が行政サービスに対して不便を感じることな

く、今後も一体感の醸成に向けて歩みが続けられるのであれば、最終的に合併の効果という

のは最大限発現できるのではないのかなと思っているところでございますので、一つ支所の

あり方についてもいろいろ合併協議のときにございました。支所の不要論も含めてございま

したけれども、結果としてご案内のとおり、今回の震災を受けて、新しく本町支所を再建す

るという町長の判断でございますので、特に旧歌津地域の皆様には、そういうことについて

は十分ご理解をいただいて、いわゆる行政サービスの低下とか、そういった地域間の懸念と

かいろんな感情はあるのだろうとは思いますけれども、そういうことが一日でも早く解消し

て、一体となって新しいまちづくりに進むようであれば、大変喜ばしいことではないかなと
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今考えてございます。

  以上です。

○議長（星 喜美男君） 阿部 建君。

○９番（阿部 建君） いろいろ説明をいただきました。行政必要経費の関係はそういう説明を

なされればなるほどなと思いますが、それはわかりました。

  それから、非常に合併効果というものについては、これはやはり見方によっては合併が非常

にいい効果を生んでいるなと思う人もあれば、住民にとっては合併をしたためにサービスの

低下になったと、いろんな声があります。町として町長は、合併協議会の合併協定顧問と、

いろんな合併協議の中でありました。その中で、約８割ぐらいがなし遂げられたのかなと。

それから、副町長はおおむねという言葉を使ったと。それ以上、そんなところでしょう。

  ただ、合併して５年足らずでこの大震災が来ましたので、次回には、新町の建設計画の見直

しですかね、それが行われるようであります。基本計画のことなのだろうと思いますが、こ

れらも国のほうでは、今は法で義務づけられているわけですけれども、これらも緩和されて

きていると思いますが、国の方針ではそんなふうに言われております。

  ただ、人口が合併当時両町合わせて１万8,000前後でした。７、８、９とわかりませんがね。

今、一万四千飛び何人。そういう状態です。災害で約1,000人近く、不明者を含めて、そうい

う大きな被災があったものですから、自然減がどこの町村でも大きくなっております。

  その中で、今振り返れば、やはり合併というものは必要であって、合併をなさった以上は、

住民サービスの低下にならないように、人数が減っていますから、役場の職員はその割に減

っていない。もし、その点を当時の人口と比較して、職員数の変化がどういうふうにあった

のか、その点だけを伺いまして終わりたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 遠藤副町長。

○副町長（遠藤健治君） 今、手元に確かな数字を持ってございませんので、お答えすることに

ついてはもしかすると数字的には若干違いがあるかもしれませんけれども、当時新町建設計

画をつくるときに、財政計画もつくってございます。当然、そこで主要な部分を出す人件費

の動向について、合併でございますので、すぐ財政的に効果が発現できるのはとなると人件

費でございまして、５カ年間で定員管理計画というのをつくりまして、向こう10カ年の定員

管理計画というのをつくって、実は合併後４年間で目標を既に達成してございます。多分、

私の記憶では七十数名。当時、定年で退職されていく方々に対して不補充と。いわゆるそれ

を補う採用をしないという方法で、これは合併市町村どこでも同じような状況でございまし
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たけれども、南三陸町におきましても不補充というものをベースにしながら、前期計画の５

年間で目標は既に大きくクリアしてございます。今、ちょっとはっきり合併時の職員の数と

今の町のプロパー職員、正規の職員の数を比較できませんけれども、相当数減っているとい

うことでございます。

○議長（星 喜美男君） ４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  私も地方創生官民連携推進室についてお伺いしたいと思います。

  先ほどの説明ですと、この推進室は主にグランドデザインの具現化だということで、今のま

ちづくりの推進にあるというお話でした。その後、今１番議員の質問にもありましたけれど

も、地方創生ということは全庁的なものだという町長からの答弁もありました。この推進室

が、当面はグランドデザインの具現化でかなり忙しいとは思うんですけれども、やっぱり同

時に他地区、全庁的な取り組みも必要だと思います。それで、このグランドデザイン以外の

地域の取り組みについてお伺いしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） グランドデザインは志津川地区ということでございます。商店街以

外の部分も含めて、橋であるとかイベント広場であるとかというところまで含めた形での、

志津川の町の形づくりという広範囲な役割を担うと。

  それ以外に、先ほど申し上げましたが、伊里前の市街地整備にも携わっていくということも

ございますし、もっと大きくひろげれば、これから公共施設が順次できていくと。保育所あ

るいは生涯学習施設と。そういったところに、今まではまちづくり協議会の方々と１施設ご

とごと、あるいは防集団地ごとに住民の意見を聞きながらというプロセスを踏んできており

ました。今度は全てのまちづくりにおいて、少しずつそういった方々との連携も保ちながら

ということになれば、当然官民連携推進室というところが一定の調整機能を果たしていきな

がらまちづくりを進めていくということになると思いますので、決して志津川のグランドデ

ザインだけということではなくて、仕事を進める順番として、まずグランドデザインのほう

と、五日町の商店整備ということが一番最初にやらなければならない仕事になりますので、

そちらを優先的に対応するということでございます。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） いろいろ町民には私たちも言われるんですけれども、言葉がちょっと

どうかと思いますが、あそこだけかというような言われ方をされますけれども、あそこ以外
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の商店街の形成とか、それから工場誘致をしてほしいとかという話をよくされます。

  やはり町が１カ所に集中する、確かにコンパクトで効率的なというお話でやってきたとは思

うんですけれども、町の機能というのを分散するという意味でも、ほかの地域への事業の導

入とかそういう声があった場合の、地域住民から声があった場合の支援が必要だと思います。

その点、お伺いします。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 町機能、市街地機能を幾つもということは、これは現状を考えても

当然難しいということになりますので、まず地域の方々からいろいろな要望があれば、それ

を官民連携であろうがなかろうが、行政としてしっかりと聞く耳を持つというのは当然のこ

とでございますので、今までどおりやっていくということになります。

  ただ、この官民連携推進室という部分をつくったというのは、繰り返しになりますが、市街

地のにぎわいを戻さなければ、高台移転をした意味がないということになりますので、市街

地を活気づけると、にぎわいを戻すということをまず手始めにやるということで今回組織を

したということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） ６番今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） ６番です。おはようございます。

  私も３点ほど伺いたいと思います。

  まず、企画課の課長と室長の権限のスタンスというんですか、その面について１件。

  あと、この推進室のスタッフは何名ぐらいの所帯になるのかということを伺いたいと思いま

す。

  あともう１点は係なんですけれども、地方創生は別の場面で質問することとし、官民連携と

いうことで、私が一番最初に浮かんだのは、ときおり出てくるまちづくり会社というのがこ

のごろ執行部から出てきますけれども、それとの関連というか、あるのかないのか。

  まず３点、伺いたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 企画課長と推進室長の権限の部分ですが、企画課内の内室でござい

ますので、地方創生と官民連携の業務については室長の権限ということになりますが、そこ

の係長やスタッフ職員のマネジメントという部分は企画課長の権限のもとに動くということ

で、わかりやすくいうと、休暇を申し出たり出張を申し出たりというような部分については、

そういった形で課長が対応するということになるのだろうと思います。
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  それから、何人ぐらいの体制で臨むのかということは現在調整中でございます。

  それから、まちづくり会社との関係でございますが、時期的には昨年の夏ごろだったと思い

ますが、こういった市街地の民間事業を活性化するというためにまちづくり会社を立ち上げ

る構想準備をすると。現在も調整中でございますけれども、当然この官民連携推進室がその

役を担っていきながら、商業者との連携をとりながら、まちづくり会社が一日も早く設立で

きるように業務を担っていくということになろうかと思います。

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） 権限についてはわかりました。

  最終的な権限といいますか、課内での決定権というのは企画課長のほうにあるということで

認識させていただいてよろしいんでしょうか。本当の最終的な決断というのは町長によるわ

けなんでしょうけれども、そこのところをもう一度伺いたいと思います。

  あと、スタッフというか、所帯のあれなんですけれども、今、課長の答弁では何人になるか

わからないということなんですけれども、この上程された時期で何人になるかわからないと

いう答弁は、ちょっと納得できないというわけではないんですけれども、この後の質問に続

かないというか、このスタッフの人数によって、例えば地方創生やる気のある云々と言われ

ているものですから、今の時期、人事の内定はほぼ決まっていると思うんですけれども、将

来的には庁内の公募的な形で、やる気のある人に手を挙げさせて、推進室を私はある種プロ

ジェクトチームのような形で捉えさせていただいたものですから、そういったことも考えら

れるのではないかと思うんですが、そこの点について伺いたいと思います。

  あと、連携については、ちょっと今の答弁ではわかりづらかったんですけれども、官民の民

の部分の連携、どういった分野と連携していくのか、もう一度説明いただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 説明の順番が逆になりますが、民との連携、当面は商業者を中心と

した連携にならざるを得ないと思っております。

  それから、権限ということなんですが、もともと計画サイドの部分につきましては企画課長

が庁舎全体の政策権限ということでやってございますが、今回地方創生という新しい分野、

官民連携という非常に難度の高い分野ということでございますので、政策全体の権限は従来

どおりとしつつも、やはり新しい室長さんには一定の業務権限という部分を担っていただか

ないと、これは１人の課長がすべからくのものに対して、責任、権限を持つということにな

れば、かえって業務推進におくれが出たりということにもなりますので、かなりの権限を室
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長に担っていただくというふうになろうかと思います。

  それから、人数のことなんですが、何人になるかわからないということではなくて、現在調

整中と。要は、地方創生、それから官民連携を進める上で、どれぐらいの仕事の量が待ち構

えているのかと、それに対してプロパーでやれるのか派遣でやれるのか、そういったことも

含めて、今必要な人数を調整しているというところでございますので、ご理解いただきたい

と思います。

○議長（星 喜美男君） 総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） セクションの職員として庁内で公募を図ったらいかがですかという

ご質問ですけれども、これは今野議員のご意見としては承っておきますけれども、現在、定

例の異動は４月１日で職員異動してございますが、その前段として職員個々人から人事の調

査書を徴しておりまして、その調査の中には希望する職種なり配置先という欄もございます。

その調査書をもとに、一定の時期に各課長と人事職ヒアリングを行いまして、適宜４月１日

の異動に反映させているという状況でございます。

  100％なかなかいかないというのは、プロパーの職員数もございますので、絶対数の数があ

りますので難しいところがありますけれども、現状での異動の際の情報等の調査としてはそ

のような形で採用はしてございます。

○議長（星 喜美男君） ７番髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） いろいろと質問されたようでありますが、地方創生という新しい部署に

ついてでありますが、地方創生、いわゆる地方が寂れた、人が減ってきたというようなこと

で国が腰を上げて、これから推進してやっていくということでありますが、国では地方創生

に向けて力を入れていく、いつまでとかこの程度結果がでるまでとかというような、今の段

階でいつごろまでこれに力を入れていくのか、その辺あたり、もしわかればお知らせ願いた

いと思います。

  それで、この地方創生、多分これから復興事業が終わればずっと続くものであって、これか

らどんどんと膨らむような気がするんですよ。今、企画課長が答弁したように、責任分担も

どんどんと仕事がふえていって、１人ではなかなか責任も果たせないというような、支障が

出てくるというような答弁をなされましたが、そうなってくると、最初からこれを企画から

外して、単独でやっていったほうが将来にとって機能しやすいのかなと思うんですが、その

辺あたりはいかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。



１７４

○企画課長（阿部俊光君） 議員おっしゃるとおり、１カ所に集中するとかえって流れが悪くな

ってというお考えも確かにございますが、冒頭申し上げましたように、まず職員数全体のパ

イが限られた中で、地方創生課あるいは官民連携課というふうに課をふやすというのがやは

り現状まず難しいというところがございますし、派遣職員のピークも27年度ぐらいなのだろ

うということから推測しますと、いずれは派遣元さんのいろんなことも配慮しなければなら

ないと、そういう実情もありますので、現状は企画課内にということに落ち着いたことでご

ざいます。

  それから、国の地方創生の制度の期限につきましては、ちょっと現段階ではいつまでなのか

という情報は届いておりません。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 職員の数の限りということは理解しないわけではありませんが、地方創

生は復興と同時に工事が終わってからも続くものと思うんですよ。まちづくりには何といっ

ても人が大事なわけですので、人口減少対策も現段階では特効薬がないというようなことで

はありますが、やはりそれを含めた専門的な部署を最初から設置して、足腰をがっちりと地

につけて、それでまちづくりに向かっていくと。そういう真剣さといいますか、それが大事

になってくるのではないのかなと思います。この部署だけは恐らく今後ずっとしばらくは続

くものかなと。それで、そういう場合、派遣の皆さんでこれを担っていくという考えではな

くて、やはりプロパーで、この町をつくるのはこの町の職員で、しっかりとスタッフを整え

てやっていく必要があるのだろうなと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 27年度につきまして、特に地方創生に関していえば、総合戦略をつ

くる年というようなことになりますが、その計画に基づいて、28年度からはいよいよ事業の

実施という段階になれば、場合によってはやはり課の内室レベルではなくて、もっと組織の

拡大、拡充を図らなければ、つくった計画は机上のものになってしまうというようなことも

想定されますので、その場合にはやはり専門の独立した部署をつくるということも場合によ

ってはあるかと思いますが、いずれ27年度中にそういった組織のあり方も含めて、計画づく

りに専心努力していきたいと思っております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 将来的には独立するというような考えもあるということありますので、

状況というか、世の中の流れに敏感に反応して、それだけの組織の改編というものをしてい
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くべきだと思いますので、よろしくその辺は考えを持っていただきたいなと思います。

○議長（星 喜美男君） ほかにありますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第13号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

○議長（星 喜美男君） ここで昼食のための休憩といたします。再開は１時10分といたします。

     午前１１時５９分  休憩

                                           

     午後 １時１０分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

                                           

     日程第６ 議案第１４号 南三陸町職員定数条例等の一部を改正する条例制定につ

いて

     日程第７ 議案第１５号 南三陸町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例制

定について

○議長（星 喜美男君） 日程第６、議案第14号南三陸町職員定数条例等の一部を改正する条例

制定について、日程第７、議案第15号南三陸町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

制定について。

  お諮りいたします。以上、本２案は関連がありますので一括議題としたいと思います。これ

にご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本２案は一括議題とすることに決定

いたしました。なお、討論、採決は１案ごとに行います。

  職員に本２案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕
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○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま一括上程されました議案第14号南三陸町職員定数条例等の一部

を改正する条例制定について、及び議案第15号南三陸町教育委員会教育長の勤務時間等に関

する条例制定についてご説明申し上げます。

  本２案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、

新制度における教育長の身分が特別職として位置づけされることから、議案第14号について

は関係する条例の一部を改正するもの、議案第15号については教育長の勤務時間等について

新たに定めるものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） それでは、議案第14号及び第15号の細部説明をさせていただきます。

  提案理由につきましては、両議案ともただいま町長がご説明申し上げたとおり、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律、俗に地教行法と呼んでおりますけれども、この法律の改正

によって新しい教育長の身分が一般職から特別職に位置づけられることに伴う関係条例の改

正になります。

  議案それぞれ順を追ってご説明いたします。

  まず、議案第14号の南三陸町職員定数条例等の一部を改正する条例制定でございますけれど

も、議案書の４ページをごらんください。

  今回、改正条例では３条立てとなっておりまして、全部で３つの条例改正を行います。

  続いて、１冊目の議案関係参考資料、この５ページをごらんください。

  職員定数条例の新旧対照表でございますが、この改正条例の第１条関係という形になります

けれども、この条例の目的規定から教育長の規定を削る内容でございます。

  次の議案関係参考資料の次のページの第２条関係でございます。

  これでは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、この別表に規定

してある教育委員長の規定を削除する内容でございます。新しい教育委員会制度においては、

教育委員長は廃止となります。

  さらに、７ページの第３条関係として、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例では、特別職に位置づけられた新しい教育長の給料月額を新しく別表に加える内容とな

っております。
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  今回、教育長の給料月額を54万円と設定させていただきました。その理由ですが、現行の一

般職の身分を有している教育長は特別職と異なりまして、勤勉手当等の支給対象になってご

ざいます。したがいまして、年間の現行の教育長の給与総額、それと副町長との権衡上のバ

ランス及び一般職の管理職とのバランスを考慮しまして、またさらには県内管区市長教育長

の給料月額等を総合的に勘案してこの金額に設定させていただきました。

  また、附則第２項の給料に関する特例の規定として、給料月額には100分の７、つまり７％

の政策減額を行うこととしておりますので、実際の給料月額については50万2,200円となりま

す。

  なお、教育長の給料月額については、さきに開催した報酬等審議会において、異議なしとの

回答をいただいております。

  次に、議案第15号、これは教育長の勤務時間等に関する条例制定ということで、新規の条例

制定になります。

  議案書の７ページをごらんください。

  基本的に特別職については勤務時間という概念は存在しませんが、改正地教行法の第11条に

は、新しい教育長に勤務時間中の職務専念義務が課される規定が設けられたことによりまし

て、条例において勤務時間、休日及び休暇等の規定を新たに設ける必要が生じまして、その

関係上、新しく条例として今回提案するものでございます。

  これまでご説明した２つの議案に係る条例につきましては、新しい教育長のみに適用される

ものでございますので、現行の教育長が在任する期間については適用されません。

  以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 本条例の改正案につきましては、これまでの教育長の身分、教育委員長

を廃止して教育長と。それで、改正案ということで、報酬ですけれども、これまでは一般職

でこれからは特別職で、報酬審議会に諮らないと教育長の報酬も定まらないと、そういった

法的な手続も関連してくると。

  今回、特別職になって54万ですか、総務課長からその額の内容については説明あったわけで

すが、一般職から比べて上がったのか下がったのか。下がると教育長さんに悪いし、上がれ

ばいいかなと思っているんだけれども、その辺、どうですか。

○議長（星 喜美男君） 総務課長。
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○総務課長（三浦清隆君） 実は、現行の教育長は、条例で給料月額は49万1,300円でございま

すが、現行政策減額をしてございますので、実支給額は給料月額で45万6,909円でございます。

その給料月額をもとに年間の総給与額を積算いたしますと820万ほどになります。

  この金額、もう基本的には現給保障されれば一番よろしいわけですけれども、先ほどご説明

申し上げましたとおり、やはりそこには副町長との権衡上のバランス、あとは一般職、管理

職との給与上のバランスもございまして、もろもろ検討いたしました結果、これを54万円に

すると政策減額なしと大体同程度の金額になりますけれども、７％減額いたしますと総支給

額で790万ぐらいになりますので、実質20万円ちょっとの減額という形になろうかと思います。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより議案第14号の討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第14号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  これより議案第15号の討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第15号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  暫時休憩いたします。

     午後 １時２０分  休憩

                                           

     午後 １時２１分  開議

○議長（星 喜美男君） 再開いたします。

  ８ページの議案第16号についてですが、総務課長より申し出がありまして、議案書の「第」

が抜けているということで、訂正の申し出がありましたので、ここに「第」を入れていただ

きたいと思います。
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  では、よろしくお願いします。

                                           

     日程第８ 議案第１６号 南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び

勤務時間の特例に関する条例等の一部を改正する条例制

定について

○議長（星 喜美男君） 日程第８、議案第16号南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに

給与及び勤務時間の特例に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたし

ます。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第16号南三陸町の一般職の任期付研究員の

採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例等の一部を改正する条例制定についてご説

明申し上げます。

  本案は、昨年８月７日に人事院が国会及び内閣に対して行った給与勧告に基づき、一般職の

職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、国の制度に準拠

し、本町職員の給与について所要の措置を講ずるため、関係条例の一部を改正するものであ

ります。

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） 議案書の部分で脱字がございまして、大変失礼いたしました。おわ

び申し上げます。

  議案第16号の細部説明をさせていただきます。

  まず、議案書の９ページをごらんください。

  一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例等の一部を改正す

る条例ということでございますけれども、この条例も改正部分は３条立てとなってございま

して、第１条では任期付研究員の給与の改正、第２条では行政職及び医療職の給与の改正、

第３条では任期付職員の給与の改正、これを一括で行う内容でございます。
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  議員のご記憶に新しいと思いますけれども、昨年の12月の定例会におきまして、人事院勧告

に基づく給料表の改定と勤勉手当の改正につきまして本議案と同様の提案をさせていただき

ましてご決定いただいたものでございますけれども、実は昨年出された人事院勧告は２階立

てとなっておりまして、特に昨年４月にさかのぼってプラス改定した給料表につきまして、

さらに本年の４月から給与制度全体の総合的な見直しによりまして、給料の水準を平均で

２％引き下げる、いわゆるマイナス改定を行うものでございます。

  初任給等の引き下げはしないものの、50歳代の後半層、これは最大で４％の引き下げを行う

改定となっております。

  また、勤勉手当の率につきましても、６月期は0.675月分、12月期は0.825月分として、合わ

せて1.5月分、年間分改定いたしましたけれども、今回の改正では、６月、12月とも0.75月分

として、年間の1.5月分の変更はしない、折半する内容という形になってございます。

  次に、具体の改正内容について、順を追ってご説明いたします。

  議案関係参考資料の８ページをごらんください。

  まず、任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例、これの新旧対照表

でございますけれども、第６条で給料表のマイナス改定を行う内容となります。

  次に、議案関係参考資料の９ページをごらんください。

  職員の給与に関する条例の新旧対照表ですが、まず第11条の２第２項において地域手当の級

地の区分等が改正されますが、南三陸町は対象地域には該当いたしておりません。

  第11条の５第２項においては、単身赴任手当の月額の改定を行う内容でございます。

  次に、10ページの第18条の２第２項の規定に、新たに管理職員特別勤務手当として、臨時ま

たは緊急時にやむを得ず平日に深夜勤務を行った場合に手当の支給対象とする規定を追加し

てございます。

  次に、11ページをごらんください。

  第20条の第２項の改正は、先ほどご説明いたしました勤勉手当の率につきまして、６月、12

月とも0.75月分とする改正でございます。

  13ページから24ページまでは給料表の改正となりますので、ご参照いただきたいと思います。

  次に、議案関係参考資料の25ページになります。

  これは、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の新旧対照表でございますけれども、こ

れも第７条におきまして給料表のマイナス改定を行う内容でございます。

  最後に、恐れ入りますが、議案書の20ページをお開きください。
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  改正条例の附則第３項におきまして、新しい給料表への円滑な移行のために、平成30年度ま

で３年間、給料の切りかえに伴う経過措置が設けられておりまして、その間は現給保障を図

る、そのような内容にしてございますので、ご理解いただきたいと思います。

  以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  今回、任期付研究員の給料が一言でいうと下げられていくということのようですけれども、

これによって影響を受ける人は今何人いるでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） 任期付研究員は、現在ゼロ名でございます。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第16号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第 ９ 議案第１７号 南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例の一部を改正する条例制定について

     日程第１０ 議案第１８号 南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する条例制定について

○議長（星 喜美男君） 日程第９、議案第17号南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について、日程第10、議案第18号南三陸町議会

議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定について。

  お諮りいたします。以上、本２案は関連がありますので一括議題といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本２案は一括議題とすることに決定

いたしました。なお、討論、採決は１案ごとに行います。

  職員に本２案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま一括上程されました議案第17号南三陸町特別職の職員で常勤の

ものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第18号南三

陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてご説明申し上げます。

  本２案は、昨年８月７日に人事院が国会及び内閣に対して行った給与勧告に基づき、特別職

の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、国の制度に準拠

し、期末手当の支給割合を改定するため、それぞれの条例の一部を改正するものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） では、議案第17号及び18号の細部説明をさせていただきます。

  議案第17号が特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正、18号は議

会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正ですが、両条例とも内容

が同様でございますので、説明は議案関係参考資料の28ページを用いて行わせていただきま

す。議会議員のほうになります。議案関係参考資料28ページでございます。

  昨年の12月の定例会におきまして、特別職の期末手当については、一般職に準じまして、ボ

ーナスの支給月数を年間で0.15月分引き上げまして、６月期は1.4月分、12月期は1.7月分と

して改正させていただきましたけれども、一般職の勤勉手当の率が６月と12月同率になるこ

とに伴いまして、特別職の期末手当の引き上げ分0.15月分も折半いたしまして、６月と12月

に振り分ける改正という形にしてございます。

  具体的には、第５条第３項におきまして、６月期は1.475月分、12月期は1.625月分、合計

3.1月分とする改正でございまして、年間の支給月数については変更ございません。

  以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
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（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより議案第17号の討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第17号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  これより議案第18号の討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第18号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第１１ 議案第１９号 南三陸町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ

いて

○議長（星 喜美男君） 日程第11、議案第19号南三陸町手数料徴収条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第19号南三陸町手数料徴収条例の一部を改

正する条例制定についてをご説明申し上げます。

  本案は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行により、引

用する法律の題名が変更されたことに伴い、南三陸町手数料徴収条例の一部を改正するもの

であります。

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。
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○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。産業振興課参事。

○産業振興課参事（阿部明広隆君） それでは、議案第19号の細部説明をさせていただきます。

  議案関係参考資料の29ページをお開きいただきたいと思います。

  別表の第29項の改正でございます。

  法律の題名の変更でございますが、法律名を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」

から、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」とし、法の目的に鳥獣の個

体数を適正な水準に減少させて、またはその生息地を適正な範囲に縮小させるという意味に

おける管理が明確に加えられたということになります。

  法改正の趣旨でございますが、近年ニホンジカ、イノシシ等の鳥獣について急速に生息数や

生息地が拡大し、動植物の生態系や農林水産業生活環境への被害が深刻な状況で、狩猟者の

高齢化で有害鳥獣を捕獲する担い手の確保も課題であることから、鳥獣の管理を積極的に行

って、生息状況を適正化するというものでございます。

  法改正の概要でございますが、条例改正には直接的な影響がございませんので、内容につき

ましては省略させていただきます。

  以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第19号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第１２ 議案第２０号 南三陸町デイサービスセンター設置及び管理条例等の一

部を改正する条例制定について

○議長（星 喜美男君） 日程第12、議案第20号南三陸町デイサービスセンター設置及び管理条

例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。
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     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第20号南三陸町デイサービスセンター設置

及び管理条例等の一部を改正する条例制定についてをご説明申し上げます。

  本案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律の施行に伴い、同法による改正後の介護保険法等に基づき、関係する条例の一部を

改正するものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） それでは、詳細について説明させていただきます。

  まず、議案書の29ページをお開きください。

  １行目の表題にありますとおり、南三陸町デイサービスセンター設置及び管理条例等となっ

ておりますとおり、概要といたしましては、国の法律が変わったので、５本の条例を改正し

ますということで、改正文は５条立てとなっております。

  まず１本目、第１条でございますが、南三陸町デイサービスセンター設置及び管理条例でご

ざいます。それから、２本目が第２条、南三陸町介護保険条例。それから、３本目が第３条、

南三陸町地域包括支援センター条例。それから、第４本目が第４条の南三陸町指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例。それから、５本目が議

案書の36ページになります、中段にございます第５条でございます。南三陸町指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員云々となっておりますが、その条例の５本立てということ

になっております。

  それでは、次に議案関係参考資料の30ページをお開き願いたいと思います。

  こちらに条例制定の趣旨、経緯等を記載しておりますので、これに基づいて説明させていた

だきます。

  まず１点目、（１）に書いてありますとおり、地域における医療及び介護の総合的な確保、

推進するための関係法律の整備等に関する法律、医療介護総合確保推進法というのだそうで

すが、その施行に伴い関連する条例の一部改正ということになります。

  この法改正によりまして、介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護及び介護予防通所介
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護が介護予防日常生活支援総合事業という新事業に移行されまして、平成29年度までに全て

の市町村で実施することとされておりますが、市町村の条例で定める場合には、平成29年３

月31日までの間において、当該条例で定める日までの間について、その実施を猶予すること

が可能となっているということでございますので、当町におきましては今から１年間を準備

期間として、新たに南三陸町介護保険条例において、平成28年４月１日と定めるものであり

ます。

  また、新介護保険法第115条の45第２項第４号から６号までに規定する在宅医療介護連携推

進事業、それから生活支援体制整備事業及び認知症総合支援事業に係る規定につきましても、

その施行日は平成27年４月１日とされておりますが、市町村の条例で定める場合には、平成

30年３月31日までということで猶予期間がありますので、同じく１年間の準備期間を経て、

その施行期日を南三陸町介護保険条例において、平成28年４月１日と定めるものであります。

  あわせまして、この法改正により、介護保険を引用している条例の条項や文言の整理が必要

となることから、関係する南三陸町デイサービスセンター設置及び管理条例、それから南三

陸町地域包括支援センター条例の一部改正を行うということでございます。

  次に、２点目になります。（２）、下段のほうになりますが、そちらをごらんください。

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う関係条例であります指定地域密着型介護要望サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正ということになります。

  この法改正によりまして、今まで国の基準省令を引用していた条項につきましては、条例の

文を引用することになるため、南三陸町指定介護予防支援事業者の指定に関し、必要な事項

並びに指定介護予防支援の事業の人員云々というようなことがありますが、その基準を定め

る条例の施行に伴いまして、南三陸町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部改正を行うものであります。

  次に、３点目になります。

  介護保険法施行規則等の一部改正する省令の施行に伴いまして、関係条例を一部改正するも

のであります。

  指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準及び指定地域密着型介護予防事業の人

員等に関する基準につきましては、国の基準を参考として市町村が条例で定めることになっ
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ております。国の基準につきましては、介護報酬に係る改定とあわせて、社会保障審議会、

介護給付費分科会の審議等を踏まえて、３年に１回改正されております。平成27年度におき

ましても、関係省令について所要の改正が行われました。当町では、この基準について、基

本的には国の基準のとおりとしており、条例において当該基準を規定しておりますが、この

省令の改正に伴い、基準を定めている条例である指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例、同じく南三陸町の指定地域密着型介護予防サービス

事業の基準を定める条例の一部改正を行うということでございます。

  非常に長々とした説明でございますが、主な改正理由は以上の３点でございます。関連法の

改正により、一部改正が必要な事項につきまして、各条例の一部改正ということでございま

すので、よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  今ありましたけれども、なかなかわかりにくい内容になっていますが、国の法律の改正に伴

って、それに準じたものをこれから１年かけてつくっていくということなんですが、その準

備とか改正の作業はどのような形で進められるんでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） たしか前の第６期の介護保険計画のときにちょっとお話をさせ

ていただきましたが、介護保険法が変わりまして、新総合事業という形で、町のいわゆる任

意事業がふえてまいるということでございます。それにつきましては、この１年間の準備期

間を経て、町として介護予防に力を入れていくということでございますので、うちの高齢者

福祉のほうで１年間の準備作業を進めるということでございます。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） 準備を進めるに当たって、庁舎内の人だけなのか、あるいは特別な審

議会のような、民間の人も入れた、あるいは一般町民の考えを入れた形で進めることはでき

ないんでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 今までもそうですが、基本的には本町の保健福祉総合審議会に

答申を求めながら、経過報告をしながら煮詰めてまいりたいと考えております。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。
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○４番（小野寺久幸君） その審議会の構成要員とか、今どんなことをしているのか、そしてこ

の中でどういう役割を果たしていくのか、ちょっとお伺いします。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） いわゆる町の保健福祉に関するいろいろな施策を審議していた

だくという機関になっておりまして、町長の諮問機関の一つということでございます。構成

的には、町内の保健福祉に関する見識を持っていらっしゃる方、そういった方々で組織され

ているということで、年に３回ほど審議会を開催いたしまして、年内中の保健福祉の施策に

ついて、いろいろ答申をいただいているという状況でございます。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第20号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第１３ 議案第２１号 南三陸町介護保険条例の一部を改正する条例制定につい

て

○議長（星 喜美男君） 日程第13、議案第21号南三陸町介護保険条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第21号南三陸町介護保険条例の一部を改正

する条例制定についてをご説明申し上げます。

  本案は、第６期介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険の財政の安定を図るため、南三陸

町介護保険条例の一部を改正するものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜
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りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 議案第21号介護保険条例の一部改正について、詳細を説明させ

ていただきます。今度は少しわかりやすいと思います。

  先般の全員協議会において説明させていただきました第６期高齢者福祉計画及び介護保険事

業計画の策定に伴いまして、第１号被保険者、いわゆる65歳以上の方です、保険料率の算定

に関する基準の見直しに伴う介護保険条例の一部改正でございます。

  期間につきましては、平成27年度から29年度までの３カ年ということになります。

  議案関係参考資料の82ページをお開きください。

  左側が改正案、右側が現行ということになっております。

  上位法であります介護保険法施行令の改正によりまして、現行の所得状況等に応じて区分さ

れる保険料率の算定基準を６段階から９段階にまず細分化いたします。現行まで、（７）とな

っておりますが、これは第５期において、附則で特例が認められたもので、（７）は標準であ

ります、（４）に0.95を掛けたものという形になっておりますので、実質は６段階ということ

になっております。

  ちなみに、今回標準とされる月額6,000円という説明をさせていただいておりますが、これ

は改正案でございます第５段階、6,000円掛ける12カ月を掛けた７万2,000円ということにな

っております。

  その標準額にそれぞれ、第１段階につきましては掛ける0.5、第２段階は0.75、第３段階に

つきましても0.75、第４段階は0.9、第６段階は1.2、第７段階は1.3、第８段階は1.5、第９

段階は1.7を掛けた金額となっております。

  算定の根拠につきましては、先般の全員協議会において説明させていただきましたが、平成

27年度から29年度までの介護保険事業費の見込み額に、第１号被保険者で補う保険料率を掛

けまして、町政交付金基金取り崩しなどを想定しながら、保険料としての必要額を算定した

ものであります。

  次に、第３条でございます。これは、納期の変更でございます。

  現行では、第１期を４月に、第２期目以降を７月から毎月という納期の形態をとってまいり

ましたが、この形ですと、第１期の納期時には所得が確定されておりませんので、暫定賦課

を行い、第２期目以降に還付などの手続を行うという二度手間がかかっておりました。その

ため、第１期を所得確定後の７月とし、以降毎月納付という形に変更したいためでございま
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す。

  次に、第４条ですが、これは保険料の区分変更に伴い、引用先が変更されたものでございま

す。

  以上で詳細の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたしま

す。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  保険料が一言でいうと上がると。（４）までは基準から下がるんですけれども、それ以降が

かなり上がるということで、つまりこれは町民の負担がふえるということになると思うんで

すけれども、今までの話で、基金もなくなったということで非常に難しいというお話でした

が、以前にもありましたけれども、一般からの繰り入れとかいろんなことを考えて、値上げ

を極力下げるような方策はないのでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 基本的には介護保険制度そのものがこういう形になっておりま

すので、一般会計からのいわゆる法定外の繰り入れということは認められていないというこ

とになります。実際のところ、厚労省等にも照会をしましたが、介護保険制度の根本が崩さ

れるのでそれはうまくないという回答をいただいておりますので、ご了解いただきたいと思

います。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） 保険制度ですので、保険料で賄うというのが基本とは言われますけれ

ども、医療費と同じように、国民の生活、健康にかかわることですので、財源をもっと考え

て、極力負担を抑えていくべきだと思いますけれども、今それをやる法律がないと。という

かできないということでしたので、今ここで下げろというのは非常に心苦しいんですけれど

も、もう一回何か工夫はないのでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 今回の介護保険の改正につきましては、極力今議員がおっしゃ

ったとおり、値上げ幅を抑えようということでいろいろ努力した結果として6,000円に落ち着

いたということでご了解いただきたいと思います。実際には端数等も含めますと、もう数百

円ほどいただきたいというのが本音でございましたが、何とか6,000円まで頑張って下げさせ
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ていただいたということでご了解いただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） そうしますと、今後もこの先このままでいくと、値上げというのが予

想されるんですけれども、その見通しはどうでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 前回の全員協議会の際にも少し説明させていただきましたが、

基本的には上がるのはやむを得ないような状況にはなるのかなという考えは持っております

が、基本的にやはり保険料率をそのまま何とか抑えるためには、元気な高齢者の方々をつく

っていくと。いわゆる認定率を下げるというような施策が必要なんだろうなと考えておりま

す。ですから、町としても介護予防に力を入れて、なるべく要介護、要支援にならない方を

多くつくっていくということが保険料率を抑制する一番の方策だと考えております。

○議長（星 喜美男君） ３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） １点ほどお伺いしますけれども、年金から引かれる者と納付書で納めて

いる者とがいると思うんですけれども、その比率と、９月の決算では出てくると思うんです

が、今のところ未納ということがどのぐらい、何％ぐらいあるのか、お聞かせ願います。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） 保険税に関するご質問でしたので、私から回答させていただき

ます。

  現在、介護保険の場合は圧倒的に特別徴収が多いということで、特別徴収は調定額で２億

2,800万、普通徴収は2,000万という状況でございます。割合を今ちょっと出せないので申し

わけありませんが。

  最新の徴収状況でございますが、25年度につきましてはもちろん99％という徴収率でござい

ますが、現時点では現年度で88％、滞納繰越も90％程度の徴収の状況となっております。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 特別徴収されているということで大分効果が上がっているようですけれ

ども、未納の分も大分少なくて結果が出ているようですが、それにつけてもただいま保健福

祉課長が話したように、これからも全力投球で予防のほうに力を入れていただきますよう、

くれぐれもお願いいたします。

  以上、終わります。

○議長（星 喜美男君） ７番髙橋兼次君。
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○７番（髙橋兼次君） 簡単な説明だったんですが、なかなか私にとりましては難しくてわかり

ませんが、今、国で国保運営が都道府県に委譲というような、今国会の中で出てくるような、

そういう情報もあるんですが、そうなった場合、介護保険制度というのはどのように変わっ

ていくのか、考えているのか、その辺あたり、まだ未確定でありますのでこうだとは言い切

れないと思いますが、そういうことを踏まえて、想定といいますか、そういうことですね。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 介護保険制度につきましては、今、国保がそういうような形に

なっても、変わるというような情報は一切入っておりません。実際のところ、保険者は各市

町村という形にはなっておりますが、当町と同じように介護保険税制が非常に苦しいところ

が非常にふえてきているということでございます。これは、とりもなおさず高齢化が進んで

いると、それから介護サービスが充実してきているということにあると思います。

  実際には、国でも消費税等の値上げも含めて介護保険財政にその分を投下するというような

話は聞いておりますし、第２弾、第３弾という形で、今回もあるんですが、特に低所得者に

保険料の分の配分をすると。その消費税の分ですね、値上げの分を投下するというようなこ

とはほぼ決まっておるようでございます。

  ただし、国保のように、保険者がどういうふうになるかというような情報については今のと

ころ入っていないと見てございます。

○議長（星 喜美男君） ほかに。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 前者も今後の制度のあり方についての質問をしたわけでありますが、こ

の制度、これからの市町村、全国的な問題だと思うんですね。こういった問題につきまして

は。特にこれから高齢化社会に向けて、人口も減る、介護を受ける方々も多くなるというこ

とになってきますと、やはりこういった料金見直し、どんどんどんどん上げていかなければ

立ち行かなくなるというのが実情だと、目に見えているわけですよね。ですから、いち早く

国保と同じように、都道府県がこれを運営していくというようなやり方でないと、市町村が

もたなくなるというのがわかるわけであります。

  そこで、町長、どうですか、町村長会議でこういった話を出してもらって、国に強く要望活

動などをしなければならない、もう遅くなってはだめですので、早いうちに手を打つべきで

ないかなという感じがするんですね。以前にもこの件についていろいろ研究してほしいとい

う話もしました。課長も一生懸命研究したでしょう。大変なご苦労をなさったかと思うんで

すがね、どういうことをしたかわかりませんが、結果は何もなかったというようなことであ
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りますので、その辺で、町長、どうですか。そういうふうなことを話題にして、県内の町村

長たちで国に働きかけるという考えはありませんか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、三浦議員おっしゃったように、当町だけの問題ではないということ、

全国的な自治体の大きな問題だろうと思います。いずれ町村会等の会議がございますので、

そちらで事前に会長等を含めて、ちょっとお話をさせていただければと思います。

○議長（星 喜美男君） ほかに。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。

  まず、本案に対し、反対討論の発言を許します。小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  いろいろ今ありましたように、介護保険に関しては、市町村での維持というのは非常に難し

いと思いますので、国の繰り入れをもっとしてもらうように働きかけをするべきで、値上げ

には反対したいと思います。

○議長（星 喜美男君） 次に、賛成討論の発言を許します。菅原辰雄君。

○11番（菅原辰雄君） 11番は、賛成の立場から討論をいたします。

  制度運営のために、町としてもこれはやむを得ない状況であります。住民が健やかに安心し

て暮らせるためには必要な制度であります。皆さんもこの点をよく理解して、私の意見に賛

同賜りたいと思います。

○議長（星 喜美男君） ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第21号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。

     〔賛成者起立〕

○議長（星 喜美男君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  暫時休憩いたします。再開は２時25分といたします。

     午後 ２時０７分  休憩

                                           

     午後 ２時２５分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
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     日程第１４ 議案第２２号 南三陸町立保育所条例の一部を改正する条例制定につい

て

     日程第１５ 議案第２３号 南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額等に関する条例制定について

○議長（星 喜美男君） 日程第14、議案第22号南三陸町立保育所条例の一部を改正する条例制

定について、日程第15、議案第23号南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額等に関する条例制定について。

  お諮りいたします。以上、本２案は関連がありますので一括議題としたいと思います。これ

にご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本２案は一括議題とすることに決定

いたしました。なお、討論、採決は１案ごとに行います。

  職員に本２案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま一括上程されました議案第22号南三陸町立保育所条例の一部を

改正する条例制定について、及び議案第23号南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担額等に関する条例制定についてをご説明申し上げます。

  本２案は、子ども・子育て支援法の施行に伴い、町立保育所の保育料を新たに特定教育保育

施設利用料として規定する必要があるため、議案第22号については関係する条例の一部を改

正するもの、議案第23号については特定教育保育施設利用等について新たに定めるものであ

ります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） それでは、議案第22号並びに第23号の詳細について説明をさせ

ていただきます。

  ただいま町長が申し上げましたとおり、今回の条例改正は、子ども・子育て支援法の施行に
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伴い、従来の保育料について別に条例を制定し規定するための一部改正であります。

  議案関係参考資料の84ページをお開きください。

  まず、第22号でございますが、第１条においてこの４月から施行される子ども・子育て支援

法により、保育所でお預かりをする対象児童が、「保育にかける児童」から「保育を必要と

する児童」という文言の訂正になります。

  次に、第３条ですが、これも子ども・子育て支援法施行規則により条例規程が不要となるた

め、規定を削除するものでございます。

  同じく第４条の保育料につきましては、次に説明する議案第23号において別に条例を定める

ことになるので、規定を削除するということでございます。

  次に、議案第23号の説明をさせていただきます。特定教育と保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担額等に関する条例制定についてであります。

  議案書の44ページをお開き願いたいと思います。

  今回、新制度移行に向けた関係条例等の整備につきましては、従来の保育料に当たる利用者

負担額等について、国において定める基準額を限度として市町村が定めることとされていま

すことから、その上限額を条例で定めるとともに、町の基準額につきましては規則で別に定

めるものであります。

  45ページの別表をごらんいただきたいと思います。

  （第３条関係）というような別表になっておりますが、１号認定25,700円、これは上限額、

１号認定につきましては、幼稚園に入る３歳以上のお子様ということになります。次に、２

号認定、これは満３歳以上の就学前にお子さんということになります。それから、３号認定

につきましては、３歳未満のお子さんということになります。

  金額につきましては、いずれも国の定める上限額でありまして、本町の利用者負担額は別に

定めるものでありまして、議案関係参考資料の86ページにその詳細を記載してありますので、

お開き願いたいと思います。

  議案関係参考資料のほうは、新しい保育料の一覧でございます。現行につきましては７階層、

所得税によりその階層を決定しておりましたが、新制度では、保育所の保育料につきまして

は９階層、町民税の所得割額により階層を決定するように変更となっております。

  表の下の１に記載されていますとおり、町民税所得割課税額は、扶養義務者の税額控除前の

町民税所得割課税額で決定されるということになります。

  また、新設となる１号認定、いわゆる幼稚園に係る利用者負担額につきましては５階層とな
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っております。

  それでは、まず１号認定でございます。これは幼稚園に入る方の保育料ですが、本町の場合、

平成学園、いわゆるあさひ幼稚園さんがございますけれども、あさひ幼稚園さんにつきまし

ては、この４月からは新制度には移行しないで旧制度の幼稚園として運営を継続するという

ことを聞いておりますので、この料金表は適用されません。

  しかしながら、広域入所、いわゆる住所を南三陸町に有したまま町外の幼稚園に入園させる

方が想定されるということでございますので、新保育料を定めるということになります。ち

なみに、あさひ幼稚園さんの月額の利用負担額については、一律１万9,700円となっておりま

す。

  表に記載されている新保育料は、１人目のお子さんの金額で、２人目以降は半額、３人目以

降は無料となりますが、１号認定の場合、１人目のお子さんが小学校３年生までの範囲にお

いての料金ということになりますので、４年生になった時点で３人目はカウントされないと

いうことになります。

  次に、２号認定、３号認定でございます。先ほど申しましたが、第９階層に変更になります。

  また、表の右側に新保育料が記載されておりますが、保育標準時間につきましては11時間、

保育短時間につきましては８時間を原則としておりまして、標準時間に11分の８を掛けた額

が短時間の保育料ということに設定させていただいております。

  次の87ページをお開きください。

  これは、新保育料と現行保育料の比較表であります。

  左側に現行の階層、右側に新階層を記載しておりますが、２号認定の中段ごろとなります第

３階層の町民税課税世帯の欄をごらんいただきたいと思います。

  上段の括弧書き、３歳児で比較しますと、現行は月額１万4,000円となっておると思います。

その矢印を追っていただきたいと思うんですが、新保育料につきましては月額6,000円、その

下の8,000円、１万2,000円と、現行を上回ることがないように設定させていただいておりま

す。

  下段に、新保育料の算定例を４例ほど挙げさせていただいておりますが、一般的な例、②で

ちょっと説明させていただきますと、２号認定で３人世帯、夫婦共働きで３歳のお子さんが

お一人、お父さんの収入は250万円、お母さんの収入が150万円としますと、現行では第４階

層、月額２万2,900円の保育料となりますが、新保育料では第５階層、月額１万2,000円で１

万円ほどの値下げになります。
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  また、どのような場合でも、極端に前年度の所得を上回ることがなければ、保育料は値下げ

となる設定をさせていただきました。現行の保育料に対する新保育料の徴収額は、総額で比

較しますと、率にして約50％の値下げ率ということになる見込みです。

  余談ではございますが、予算措置につきましては、新年度の保護者の所得が確定していない

こと、それから本年度と同様に、被災者に対する減免の措置が想定されるということがあり

ますので、当初予算には計上させていただいておりませんが、補正等でその分の調整をさせ

ていただきたいと考えております。

  以上、議案第22号、23号の詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ３番及川です。

  ただいま説明受けたんですけれども、新制度なのでなかなか一概に覚えろといっても無理な

んですけれども、新しい制度で保育所から幼稚園に行きたいという人の人数、概算で、大ま

かな人数でいいですので、どのぐらいの方が幼稚園に移行したのか、そしてまだ申し込みし

ているのか。

  それと、50％の減額というお話なんですけれども、今申告すると、途中から補正で出します

というような、７月の本算定を見込んで、補正で額がまた保護者の給与によって違ってくる

わけですけれども、大体50％ぐらいというから半分の保育料が減ったということなんですよ

ね。そういう解釈でよろしいですね。

  それから、幼稚園、今、個人のあさひ幼稚園さんは現行のままでということなんですけれど

も、それに伴って、保育所、町内の伊里前、今度入谷も新しく移行するというお話のような

んですけれども、その辺にどの程度の入所者があったのか、各保育所、名足保育園含めて、

どの程度の移行があったのか、お知らせ願います。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） まず、１点目でございます。

  幼稚園に行きたいという希望の方、いらっしゃいません。というのは、町で幼稚園はまだ始

めておりませんので、申し込みの時点で幼稚園に行くというような方はいらっしゃいません。

新制度になりますので、考え方として、子供たちが１号、２号、３号にそれぞれ認定される

ということで、本町で今のところ把握しているのは、志津川保育所が80名、伊里前保育所66

名、広域入所が６名と、名足につきましては今のところ昨年度と同様二十七、八名になるの



１９８

かなという状況でございます。

  それから、ここで申し上げたいのは、新制度になるということで新たに料金を設定したよう

に解釈されるんですが、実際は国の制度そのものについては新たに新制度に移行しますが、

今回の保育料につきましては、町の予算で、単費でその分を値下げした分は補塡するという

ことですので、2,000万以上の町からの単費での補塡が考えられるということでございますの

で、その辺はお含みおきいただきたいと思います。

  それから、あさひ幼稚園さんにつきましては、今のところ29年度から新制度に移行したいと

いう意向を持っていらっしゃるということは聞いております。

  それから、ひがし幼児園さんにつきましては、先般の補正予算でもちょっと計上させていた

だきましたが、１年をかけて新たな新制度の地域裁量型のこども園に移行したいということ

ですので、来年の４月に向けてそちらの準備を進めるということでございます。

  以上でございます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 幼稚園の申し込みは12月まででしたかね。27年度についてはなかったと、

現行どおりにやっていくということですよね。

  50％の分は単費でやっていくという説明でわかりました。

  これからやはり人数に合ったやり方ということで、間口が広くなったので、これからも推移

を見ながら、子育てにご尽力していただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  法律の「保育にかける」を「保育を必要とする」という文言に変わるようですけれども、具

体的にはどういうことなんでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 今回の新制度の目玉といいますか、ある意味、町でそういう間

口を広げるといいますか、「保育にかける」というようなことになりますと、逆に言うと子供

さんを選定しておったという形なんですが、すべからくお子さんをお預かりすると、ですか

ら保育所、保育園、それ以外にも例えば地域のいわゆる小規模保育といいますか、あるいは

事業所内保育といいますか、そういった形で全てのお子さんをお預かりするというような、

そういう体制を整えてくださいというのが今回の新制度の趣旨でございます。ですから、「か

ける」ではなくて、「必要とする」お子さんはどこかの時点で必ずお預かりして保育ができる
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というような、そういう町での体制をとりましょうということでございますので、そういう

文言に変わったと理解しております。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） そうしますと、私の解釈が多分違っていたんだと思うんですけれども、

「必要とする」という場合には、その必要性を誰が認定するのかということになるのかなと

思ったんですが、むしろ間口を広げるということになるわけですか。必要性を判断するとい

うのはどこでやるんでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） それにつきましては、先ほど言いました１号、２号、３号とい

うような認定をするのは町でございます。町で認定をして、そのお子さんに合った施設を提

供するということになると思います。ですから、１号であれば幼稚園、２号、３号であれば

保育所、認定こども園、それから先ほど言いましたように、小規模保育であったり託児であ

ったり、そういった場所を紹介するというようなことになりますので、町が全ての窓口にな

るということでご理解いただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） これも私のちょっと勘違いかもしれませんけれども、「保育を必要と

する」というのは、例えば家庭にお母さんがいて、あるいはほかの家族がいて、その家族が

見るから必要ないのではないかというふうな見方はされないわけですか。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） はい。そういった場合でも短時間でお預かりをしてほしいとい

うような施設が欲しいという場合もあることが想定されます。例えばですが、うちのほうで

何か行事がある、あるいはどこかに出かける、１時間等でもいいですから預かってほしいと

いうような、そういうところも含めて保育が必要なということの解釈ができると思いますの

で、短時間でも預ける施設を町が準備するということを想定しているということだと思いま

す。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 間口を広げて多くの方々を保育所に入れてほしいというような国の支援

の施策改正になったのかなと。

  よく世の中では待機児童云々という言葉がなされていますが、我が町は今待機児童といいま

すか、そういったのがあるのかないのか。
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  それから、どこの保育所を見ても、定員からかなり割れているのかなという感じがするわけ

です。この法律改正によって、保育する人数がふえるのかどうなのか。

  それから、保育料が下がるわけですから、50％になるという話ですが、具体的に収入といい

ますか、保育料が減るということは収入が減るということになるんですが、要は商売ではな

いものですから、行政の仕事として、歳出は変わらず歳入は減るという状況になるのかと思

うんですけれども、そういった手当といいますか、それは仕方がないなという、かわりのも

のというのは考えるのかどうかわかりませんが、相対的に減るというものに対する、そのか

わりになるものは別に考えるのかどうなのか、それはそれとしてやっていくでしょうけれど

も、その辺、どうなんですかね。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） まず１点目の待機児童でございますが、現在のところおりませ

んが、新年度では伊里前で１名ないし２名出る可能性が今ございます。ただ、実際には、待

機といいますか、他の保育園を紹介して、本人がよろしいということであれば、そちらに行

く準備はできているということです。今のところ、定員オーバーしているのは伊里前のみと。

先ほど言いましたが、60名に対して66名ほどいらっしゃいますので、オーバーをして受けて

いるという状況にはございます。

  それから、改正で値下げになって、実際人数はどうなのかということなんですが、被災後で

ございますが、親御さんの就労の状況が大分変っております。その原因が先ほどの伊里前の

待機になっていると思うんですが、未満児のお子さんのお預けがふえているという状況にあ

ります。ですから、３歳未満児ですと、それに対して、いわゆる手当てをする保育士の数が

３対１とか、あるいは通常であれば、例えば４歳児以上でありますと７対１とかということ

になるんですが、人数が多く必要になりますので、その辺はなかなか手当てが難しいという

問題はございます。ただ、人数の最終的な増減につきましては、やはり少子化になりますの

で、微減にはなるのかなとは考えております。

  それから、値下げ分の減収につきましては、これはいろいろ政策的なこともございますが、

過疎債などの手当をしようかと考えております。

  以上でございます。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。１番後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） ２点ほどですね。

  新制度に移行して、保育料の新しい額を設定していくということ自体は非常にいいことかな
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と思います。ただ、一方で、減額されるということは、例えば保育の現状におけるサービス

といいますか、実情の質の低下であるとか、そういうことにつながってはいけないと思いま

すので、そこを今のところどう考えているのかということを質問したいことと、あと23号の

ほうは条例制定ですので、条例上、上限額ということで記載されているんですけれども、物

すごい開きがあるんですね、２号、３号は特に。これはいろいろな理由があるのだろうと思

いますけれども、この理由といいますか、根拠といいますか、ということもご説明いただけ

ればと思いますが、いかがですか。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 今回の保育料の値下げに伴ってサービスの質の低下につながら

ないのかという懸念でございますが、それにつきましては、サービスを低下させてはいけな

いのだろうという現場の意気込みもありますし、町としてもその辺については気を配って、

そういったことにつながらないように努力をしてまいりたいと思っております。

  それから、上限額につきましては、これは国の上限額ということになります。国の補助金が

今回施設型給付ということで、１人当たりの補助金になりますが、それの算定の基準額にな

るということです。例えば、広域入所で町外にお子さんを預ける場合には、その上限額でお

預けをするということになります。ですから、その差額分については町が負担するというこ

とになりますので、もともと国が決めた上限額により、例えばうちのほうから登米市に行っ

た方については、その方の上限額でうちは登米市にお支払いするということになります。そ

の差額分については町が負担をしているという状況でございます。

  ただ、算定の基準のもともとの基準額については、ちょっと不勉強で今手元に資料はござい

ません。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） １点目の質問は十分理解できたかなと思います。

  ２点目ですが、上限額なんですけれども、そごがあるのかなと思ったんですが、条例上、例

えば議案書の45ページですと、２号認定ですと10万1,000円という額がありますよね。今のお

話ですと、広域入所した場合に10万1,000円はかかるんだと。例えば２号認定で一般的な世帯

ですと、先ほどのご説明ですと１万2,000円とかになるのかなと。そうすると、９万円分が発

生するということなのか、９階層に分かれている階層の中の一番上位、第９層の額が当町で

すと大体２万3,000円ぐらいを想定していますよね。そこの２万3,000円をもって上限と言っ

ているのか、ちょっと判然としないので、済みません、もう一度お願いできますか。



２０２

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） あくまでも、１号、２号、３号認定の上限額については、45ペ

ージの別表のほうに記載されている額が上限額ということになります。それで、広域入所の

場合は、他市町にお預けをするという形をとるということでございます。

○議長（星 喜美男君） ６番今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） では、６番です。

  私も１件だけ伺いたいんですけれども、先ほど課長の答弁で今年度の入所予定が報告あった

わけですが、これから戸倉の保育所ができて、今後できた後のバランス的なものというか、

そこのところを伺いたいんです。先ほどの答弁では、伊里前のほうがちょっとオーバーして

いるということなので、そこのあたりを兼ね合って、今後のバランスなんかを伺いたいと思

います。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） 戸倉が28年度からということで、実際に始まるわけですが、こ

れにつきましては、前回説明させていただきましたが、南三陸こどもプランということで、

量の想定ということで、そちらで想定させていただいております。実際のところは、保育所

で再開をするわけですが、約20名ほどで再開になるのかなということを考えております。で

すから、その後どの程度出生になるのかということに合わせて、前後はあると思うんですが、

20名程度のスタートになるのかなと想定しております。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより議案第22号の討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第22号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  これより議案第23号の討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第23号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第１６ 議案第２４号 南三陸町道路占用料条例の一部を改正する条例制定につ

いて

     日程第１７ 議案第２５号 南三陸町漁港管理条例の一部を改正する条例制定につい

て

     日程第１８ 議案第２６号 南三陸町準用河川占用料等条例の一部を改正する条例制

定について

○議長（星 喜美男君） 日程第16、議案第24号南三陸町道路占用料条例の一部を改正する条例

制定について、日程第17、議案第25号南三陸町漁港管理条例の一部を改正する条例制定につ

いて、日程第18、議案第26号南三陸町準用河川占用料等条例の一部を改正する条例制定につ

いて。

  お諮りいたします。以上、本３案は関連がありますので一括議題としたいと思います。これ

にご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本３案は一括議題とすることに決定

いたしました。なお、討論、採決は１案ごとに行います。

  職員に本３案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま一括上程されました議案第24号南三陸町道路占用料条例の一部

を改正する条例制定について、議案第25号南三陸町漁港管理条例の一部を改正する条例制定

について、及び議案第26号南三陸町準用河川占用料等条例の一部を改正する条例制定につい

てをご説明申し上げます。

  本３案は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い道路占用料を見直し、あわせて

漁港及び準用河川占用料との均衡を図るため、関係する条例の一部を改正するものでありま

す。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定
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賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） それでは、議案第24号、25号、26号の細部説明をさせていただきま

す。

  初めに、議案第24号でございます。

  道路占用料につきましては、町長提案理由で申しましたとおり、道路法施行令の占用料を参

酌しまして、町の道路占用料の決定をしておるところでございます。占用料の額の設定につ

きましては固定資産税評価額などを参考に決定することになっておりまして、平成24年に評

価がえがございまして、それに合わせまして地下に対する賃料の水準の変動の調査を実施し

ております。その結果、都市部においては上昇、それから地方部においては下落傾向が確認

されたことに伴いまして、道路施行法が改正されたものでございます。

  基本的に当町は地方部に該当すると、第５級地ということで地方部に当たりますので、基本

的には占用につきましては減額ということで、今回改正をしているところでございます。

  議案関係参考資料の88ページをお開き願いたいと思います。

  新旧比較表がございます。

  主なものにつきまして、電柱がこれまで１つの単価でしたけれども、３つの単価に区分して

おります。

  それから、中ほどでございますが、地上に設ける変圧器、地下に設ける変圧器を追加してお

るところでございます。これは、今後のまちづくりにおきまして、電柱の地下化が考えられ

ることから、それに対応するために追加したということでございます。

  それから、92ページをお開き願いたいと思います。

  下から２行目、令第７条第１号に掲載する応急仮設建築物となってございます。非常時にお

きまして、みずから住む仮設住宅を建設する場合、それがたまたま道路用地に係るという場

合の規定でございます。

  それから、次の12号につきましては、二輪車等の車どめを道路敷地内に設置する場合の考え

方でございます。それは２点を追加させていただいたところでございます。

  それから、93ページにつきましては、議案第25号の漁港管理条例の新旧対照表でございます。

  基本的には、道路占用料条例の金額との均衡をとるため、同額とこれまでもしておりますの

で、今回の改正に当たりましても同じような考えでそれぞれ改正させていただきたいと思っ

ております。
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  それから、95ページにつきましては、準用河川の新旧対照表でございます。

  これにつきましても、これまでどおり道路占用料と同額ということでしておりますことから、

今回の道路占用料の改正に合わせまして、同額の改定内容となっております。

  以上で詳細説明とさせていただきますけれども、よろしくお願い申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  道路とかの占用料の値下げということだと思うんですけれども、今まで入っていた占用料と、

これによって減る金額というのは幾らぐらいになるでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 大きく影響いたしますのが電柱、電力さんとＮＴＴの占用料でござ

います。２社合わせまして、約121万7,000円の減額となります。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） そのほかに利用しているものはどんなものがあるんでしょうか。その

金額と、どのぐらい減るのかお聞きします。

○議長（星 喜美男君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） そのほかで今現在許可しておりますのが、各家庭における排水の管

でございます。金額等が少額でございますので、通常は100円程度、100円未満については100

円とするとなっておりますので、個人の方についてはほとんど影響がないということになっ

ております。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより議案第24号の討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第24号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  これより議案第25号の討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。
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  これより議案第25号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  これより議案第26号の討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第26号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                          

     日程第１９ 議案第２７号 東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固

定資産税の減免に関する条例制定について

○議長（星 喜美男君） 日程第19、議案第27号東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋

に係る固定資産税の減免に関する条例制定についてを議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第27号東日本大震災により被害を受けた土

地及び家屋に係る固定資産税の減免に関する条例制定についてをご説明申し上げます。

  本案は、地方税法附則の規定により、固定資産税を課税免除とする期間が平成26年度限りで

終了することに伴い、被害を受けた土地・及び家屋に係る平成27年度以降の固定資産税の減

免に関する事項について新たに定めるものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） それでは、東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係

る固定資産税の減免に関する条例制定についての細部の説明をさせていただきます。

  議案書、59ページをお開きください。
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  条文に沿ってご説明いたしますが、第１条の（趣旨）についてですが、津波被災区域におけ

る固定資産税の課税減免等については、平成26年度税制大綱において、平成27年度より一般

の措置に移行することとされ、平成27年度以降は必要に応じ地方税法の規定に基づき、個々

の土地及び家屋の被害状況に応じて市長村長の判断により減免を行うこととされました。

  これを受け、本町においても、被害及び復興の状況などを総合的に勘案した結果、個別の条

例を制定し、これを継続するものであります。

  議案関係参考資料の２冊目の１ページをごらんいただきたいと思います。

  震災から現在に至るまでの制度の推移を、イメージ図等を使いながら図示しているところで

ございます。

  23年度に創設された課税免除措置が26年度まで継続され、27年度については税法規定から各

自治体の条例制定での対応に移行するというイメージ図でございます。

  津波の浸水区域については、使用状況により課税免除される土地、家屋が減少しているとい

う部分をこの図で示しているということでございます。

  議案書にお戻り願います。

  第２条は減免の内容を規定しており、全額免除と２分の１減免について規定しております。

  第３条でございますが、60ページになります。

  減免を受ける場合、申請を原則とするものの、その事由が明らかである場合には、職権によ

る減免を可能とする規程を盛り込んでおります。

  以下、施行については、27年４月１日からということでございます。

  この措置による影響額、すなわち27年度において減免となる税額の見込みでございますが、

現時点では筆数で6,000筆、1,500万から1,700万程度の影響が出るということを見込んでござ

います。減免した税額分につきましては、これまでの免除制度同様、震災復興特別交付税省

令の規定等により、減収補塡の対象となります。

  また、この条例の、59ページ、第２条の規定でございますが、地方税法附則の規定の改正等

が予定されておりまして、文言の整理などで一部改正が必要となりますことから、後に改め

てご承認をいただくことになりますので、よろしくお願いしたいと思います。

  以上、議案第27号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

１番後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 今ご説明いただいたとおりなのかなと思います。
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  確認しておきたいこととしてなんですけれども、27年度以降は減免措置をしないよとかそう

いうことではなくて、逆に減免措置をするために、国の制度が終わるので町で新たに条例を

設定するという認識で間違いないのかと思いますが、そこをまず確認したいということです

ね。

  それが１点と、今までの場合は供用を開始していたりとか、そこで何か事業を起こしていた

りとか、そこに住むことはできませんから、そこの土地の利用が始まっているという方に関

しては原則町長が指定して、そこからは税金をいただくという措置を今までしていたと。そ

れが26年度で制度が切りかわるというか、制度がなくなるので、今回新たに制定することで、

今度は逆に町長が、ここはまだ復興が進んでいない、土地がとても使える状況ではないと、

実際に事業をやったりとか、そこで何か土地が使用されていないというところに関しては、

今までと反対に固定資産税を減免しましょうということを指定していくという制度なんだろ

うと理解はしているんですけれども、その認識で正しいのかどうかですね。

  もう１点は、26年度から27年度で減免される実際の土地筆数その他、それが大きく変動があ

るのかどうか、その３点をちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） まず、１点目、２点目に関しましては、お見込みのとおりでご

ざいます。27年度以降も継続するための条例制定ということでございます。

  利用している土地等につきましても、毎年現地調査をして、課税すべき土地なのかどうかと

いう判断をしながら賦課をしていくということでございます。

  あとは、変動の状況でございますが、26年度課税部分では9,200筆ほどの課税免除を実施し

ていたということで、先ほど6,000筆と申し上げましたが、その差は実質利用が始まったとか、

または町の買い上げの対象になったとか、そういった形で課税されなくなっている土地だと

いう解釈をしていただければと思います。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） １点目、２点目はいいとして、３点目、9,200から6,000に減るという

のは３分の２ですよね。今まで使われていなかった土地の大まかにいえば３分の１が、広さ、

筆によってまちまちでしょうから一概にはいえないんだと思いますけれども、３分の１は減

免の対象にならなくなるという認識でよろしいのかどうか。

  それから、先ほど説明の中で原則申請をして減免措置を受けると。ただ、条文の中では、そ

れは使われていないとか使える状況ではないということが明らかであれば特に申請の必要は
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ないというような条文が盛り込まれているという説明でしたけれども、例えば6,000筆を見込

んでいるけれども、そこは申請すればといいますか、申請が足りていないためにそこはカバ

ーできていないということがあるのかないのか、ちょっと確認しておきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） １点目につきましてはちょっと説明不足があったのかもしれま

せんが、9,200筆から6,000筆に減少するというのは、もちろん利用実態が明らかで減免の対

象から外れるもの、または浸水区域で家屋の買い上げ等が盛んにされているわけですけれど

も、要するに課税減免の対象でなくなる土地が多くあったということで、それは減免の額に

はカウントしないということで、筆数も減ることになるということでございます。

  それから、できるだけ26年度までの制度の趣旨にのっとって、職権で漏れなく調査しようと

いう考えではおるんですが、必要に応じて申請等をいただき、確認しながら課税するか減免

するか判定するような土地も出てくる可能性もあるということでございます。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 今まであった土地が単に個人的に使うようになった、今までは使って

いなかったけれども使うようになったということもあるし、復興事業、区画整理とか含めて

進んでいく中で、減免、課税するかしないかというところには係らない土地もでてきたとい

う、復興事業が前に進んでいっているということなのかなと思いました。わかりました。

  申請するしないの話ですけれども、もう１点だけ念を押して確認したいんですが、26年度ま

でと使用状況であるとかが大幅に変化していなければ、申請が必要なく今までどおりの減免

が受けられるという認識でいいのかどうか、そこだけ確認します。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） お見込みのとおりでございます。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ３番です。

  この説明の中に、申請書の提出を待たずに職権により固定資産税を減免することができると

あります。

  この職権というものは、水が乗ったところは免除申請という形で、町からその家庭に、土地

を持っているところに、ここは固定資産税が免除になりますよというような通知が当時あっ

たと思うんですけれども、それをもとにしているのか、それとは別に、これは町長が職権で

できることなのか、その辺をお伺いいたします。
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○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） 当時の制度をほぼ引き継ぐような形で条例を定めて対応すると

いうことでございますので、それがベースになっているということでございます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） それでは、町民に例えば聞かれた場合などは、お宅では当時減免になり

ましたか、どうですかということを問うということも一つの方法でいいと認識してよろしい

でしょうか。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） 具体に申請がないんだけれども課税免除になっているんですか

とかという問い合わせに関してはもちろんお答えしますし、そのように対応させていただき

たいと考えております。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第27号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第２０ 議案第２８号 南三陸町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき

区域における固定資産税の課税免除に関する条例制定に

ついて

○議長（星 喜美男君） 日程第20、議案第28号南三陸町企業立地及び事業高度化を重点的に促

進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例制定についてを議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第28号南三陸町企業立地及び事業高度化を
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重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例制定についてをご説明

申し上げます。

  本案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律によ

る企業立地促進等による地域において、個人または法人が行う設備投資に係る負担を軽減し

たいため、新たに定めるものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） それでは、南三陸町企業立地及び事業高度化を重点的に促進す

べき区域における固定資産税の課税免除に関する条例についての細部を説明させていただき

ます。

  議案書は62ページでございます。議案関係参考資料は、３ページをお開きいただきたいと思

います。参考資料のほうで説明を進めさせていただきたいと思います。

  提案理由のとおり、町内における事業者の設備投資に係る固定資産税の課税免除の規定を新

たに定め、復興期における税制面での優遇措置の受け皿を整備したいためでございます。

  この条例は、既に震災後施行されている復興特区における課税免除条例と重複する部分がご

ざいますが、ごらんの一覧のとおり、対象業種や取得価格、指定区域等が異なるため、広く

適用させるためにこの条例を制定するということでございます。

  この条例における対象業種等を表にまとめております。県知事より承認を受けた企業立地計

画における対象計画は、対象業種の欄に記載している宮城北部地域ものづくり産業集積形成

基本計画と、その下の宮城県北部地域食品関連産業等活性化基本計画の２本であり、それぞ

れの計画ごとに対象業種が定められております。

  対象要件欄では、取得高価格の制限等を説明しております。

  免除の期間は、課税免除適用期間ということで、課税されることとなった年度から３カ年度

ということになります。

  議案書に戻りますが、62ページをごらんください。

  第１条は、今説明した（趣旨）でございます。第２条で、この条例の用語の定義を行ってお

ります。第３条で、（課税減免の適用）について定めているということでございます。

  この条例による課税免除に係る減収分につきましても、交付税の補塡対象となるということ

でございます。
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  議案関係参考資料の、また議案書を外れますが、２ページをごらんいただきたいと思います。

前後して大変申しわけないんですが。

  既に施行済みの復興特区関連の課税免除条例等、今回の条例の適用関係を表したものでござ

います。それぞれの条例ごとに課税免除の対象となる資産の種類、免除期間、取得価格要件、

申請受付窓口等をあらわしておりまして、減収分の補塡が受けられる根拠法を最下段に表記

しております。

  この資料は、既に施行済みの条例が復興産業集積区域内の課税免除条例となりますが、今回

施行の条例ということで、後にご説明申し上げますが、過疎自立促進と合わせて、企業立地

促進に係る課税免除条例ということで、資産の種類の丸バツにつきましては、対象となるか

ならないかの丸バツということでございます。不均一課税を行った場合の減収補塡の関係法

は最下段に列記させていただいております。

  以上、細部の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第28号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                          

     日程第２１ 議案第２９号 南三陸町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の

課税免除に関する条例制定について

○議長（星 喜美男君） 日程第21、議案第29号南三陸町過疎地域自立促進特別措置に係る固定

資産税の課税免除に関する条例制定についてを議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。



２１３

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第29号南三陸町過疎地域自立促進特別措置

に係る固定資産税の課税免除に関する条例制定についてをご説明申し上げます。

  本案は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく南三陸町の区域内において、特別償却設備等

の設備投資を行う民間事業者に係る負担を軽減したいため、新たに定めるものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） それでは、議案第29号南三陸町過疎地域自立促進特別措置に係

る固定資産税の課税免除に関する条例制定についての細部説明をさせていただきたいと思い

ます。

  議案書は65ページになります。議案関係参考資料は、４ページをお開きください。

  前議案の企業立地促進に関する条例とも関連がありますが、今年度４月より南三陸町は過疎

地域に指定されたことで、この本町の区域内で製造業、情報通信技術利用事業、旅館業など

の事業者の設備投資に係る固定資産税の課税免除の規定を新たに定め、復興期における税制

面での優遇措置を講じたいための提案でございます。

  対象地域、対象要件などを４ページの参考資料のほうにまとめてございます。

  ご説明したとおりで、対象業種は製造業、情報通信技術利用事業、旅館業となってございま

す。

  対象要件欄は、青色申告を提出する法人または個人で、特別償却等を受けられる資産を設置

したものということで、その取得価格の合計が2,700万円を超えているということになってご

ざいます。

  適用期間につきましても、前条例と同じく、課税されることとなった年度から３カ年度が対

象ということでございます。

  対象資産等につきましては、２ページの一覧に表示したとおりでございますので、ごらんい

ただければと思います。

  課税免除の申請につきましては、規則等で改めて定めるというようなことでございます。

  65ページにお戻りください。

  条文でございますが、第１条はただいま説明申し上げました（趣旨）等でございます。第２

条で、（課税免除の適用）等について定めてございます。

  施行については27年４月１日からということで、この条例による課税減免に係る減収分につ



２１４

いても、交付税の補塡の対象となるということでございます。

  以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

７番髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） ７番です。

  対象要件の中に、特別償却というこの内容をちょっともう少しかみ砕いて説明していただき

たいと思います。

  それから、この資産で取得価格の合計額が2,700万ということでありますが、2,700万に設定

した根拠といいますか、もう少し安くしても、低くしてもいいのかなという感じがあるんで

すが、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） これは、税法の規定等で特別償却につきましては規定がござい

まして、建物附属設備については100分の６まで、機械装置については100分の10までという

ような規定がございまして、そういった通常の耐用年数に応じた償却ではなくて、特別な償

却を行うというような意味合いでございます。

  それから、2,700万の基準でございますが、これは条例の中にも記載しておりますが、省令

で定められた基準がこの数値ということになりまして、過疎地域自立促進特別措置法第31条

の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令で、この

2,700万というのが基準として定められているということでございますので、ご理解いただき

たいと思います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） その基準額からいいますと、省令で定められているから変えられないと

いうことですか。無理ですと。不可能に近い不可能ではないんですか。そうですか。

  その特別償却、例えば機械等は100分の10ということでありますが、残ったものを、償却し

たものをその部分で対象になる機械あるいは建物とかそういうものを、積算というか、足し

ていって2,700万を超えればいいということなのか、どういうことなのか。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） これもその省令で詳しく内容が定められておりまして、その機

械設備とか付属設備、機械装置等の合計額がその基準を超えるかどうかで判定されるという

ことでございます。
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○議長（星 喜美男君） ほかに。３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ３番です。

  ここに、固定資産税について３年度分の課税免除をするという、３年という期間なんですけ

れども、せっかく新しい工場にせよ旅館業にせよ、ここで立ち上がって雇用の場を設けてや

っていくというときに、３年というのがちょっと短いかなというのが私的には思うんですけ

れども、せめて５年ぐらいは考えられなかったのか、お伺いいたします。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） これもただいま申し上げました省令等で減収補塡の対象となる

期間が３年と定められているということでございます。

○議長（星 喜美男君） ４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  この対象業種に、製造業、情報通信技術利用、コールセンター等、それから旅館業とかがあ

るんですけれども、業種をこの３つに限った理由と、ほかに１次産業には適用できないのか

をお伺いします。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） 業種に関してでございますが、これらも国の制度の中で、省令

の中で定められた業種ということでございまして、前に提案した企業立地等の業種等とはか

ぶっていないという部分もございますし、広く対象となるような国の制度設計の中での業種

の絞り込みと捉えてございます。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） 製造業は考えられるんですけれども、コールセンターが例えば来ると

か、そういう見込みというのはあるんでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

〇産業振興課長（高橋一清君） コールセンターの具体的な計画は現在のところはございません。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第29号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  お諮りいたします。本日は議事の関係上これにて延会することとし、明６日午前10時より本

会議を開き、本日の議事を継続することにいたしたいと思います。これにご異議ありません

か。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上これにて延会す

ることとし、明６日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。

  本日はこれをもって延会といたします。

       午後３時３９分  延会


